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〈論 説〉

=横浜市 における環境政策の史的,構 造的研究
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1.問 題 の所在

いま世 界 は,先 進 国,途 上 国 を問わず,地 球環

境 危機 に直面 し,真 剣 にその克服策 を考 え,実 践

しっっ あ る。 い うまで もな く,地 球 環境危機 の課

題 は,地 球市 民 ひ と りひ と りの 日常 的実践 的課題

にな ってい る。

地 球i環境 経済人 サ ミッ ト会議(1998年1月)に

お いて も,地 方 自治体 な どによ る環 境 を テーマ に

した地域活 性化 へ の取 り組 みにつ いて議 論す るよ

うにな り,環 境 へ の負荷 が住民 の負担 に跳 ね返 る

とい うコス ト意識 の徹底 によ り住 民参加 型 で政 策

を実行 す る ことが重要 で あ るとい う共通 認識 に立

っ よ うにな った。 この背 景 に は地球環境 危機 に対

応 す る都市 自治 体 の21世 紀 を 目指 した 問題意 識

をみ る ことがで きる。

21世 紀 は,前 に触 れ たよ うに地球 環境保全 と創

造 を いか に実現 す るかが,人 類 に課 せ られた重要

課題 にな るで あろ う。 そのた めに私 たち は,足 元

の地域,自 治 体 にお ける環 境政策 の あ り方 か ら出

発 しな けれ ば な らな い。 もち ろん こ う した問題

は,1992年6月 ブラ ジルの リオデ ジ ャネ イ ロで開

かれ た地球 サ ミッ トの成果 を念頭 において い るこ

とはい うまで もな い。 この リオ宣 言 が今 後 の世 界

の環 境保全 のあ り方 の原則 を示 した意義 は高 く評

価 され るべ きであ る。本論 文 で も取 り上 げ るが,

例 えば,い くっか の課題 を ま とあ ると,① 先進 国

の開発 の権利 は他国 や将 来 の世 代 の利益 を侵 さな

いよ うに行使 すべ きであ る こと,② 各 国 に は,環

境保全 の たあに一致 して取組 むべ き共 通 の課 題が

あ ると,同 時 に違 った責任 もあ ること,③ 先 進国

は持続 可能 な開発 の国際的追 及 にお いて責任 を も

っ こと,④ 各 国 は生 産 と消 費の非持 続的 なパ ター

ンを減少 ・除去 すべ きこと,⑤ 環境 コス トの内部

化,経 済 的措置 の利 用促進 に努 め る ことな どであ

り,い まいずれ も実 行す べ き課題 で あ る。

こ う した課 題 を実 現 す るに は,各 参 加 国 の政
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府,自 治体,企 業,市 民(住 民)が それぞ れの役割

分担 を発揮 して,自 らの環境保 全 のため に従 来 の

手 法 だ けで な く,新 しい社会 ・経 済 の変 動 に対応

した政策 と新手法 も開拓 しな けれ ばな らない111。

地 球環境 保全 の政策 の原点 は,市 民 を主体 と し

た地域 ・自治体 の環 境政策 のあ り方 にあ る。 すで

に横 浜市 は,1960年 代 か ら市民主体 の環境 政策 を

実現 して きた。 リオ宣言 は,各 国 におけ る市民,

自治体,政 府 の公害 ・環境政 策 の蓄 積 の 「成 果」

だ けで な く,従 来,対 応 で きない新 しく,厳 しい

課 題 も提起 した よ うに思 う。 私 たち は,改 め て地

球 環境保 全 の問題意識 に立 って,こ の横浜市 の環

境 政策 の史的,構 造 的研 究 を展 開 した い と思 って

い る。

したが って本研 究 の 目的 は,地 球環境 危機 にど

の よ うに対 応す るか の問題意識 と問題解 析 の枠 組

を具体 的に もちなが ら,1960年(昭 和35年)か ら

1995年(平 成7年)ま で の約35年 間 にお ける横浜

市 の(以 下本市)の 公 害対 策 ・環境 政 策 を一方 で

歴史 的 に,他 方 で構造 的 に分 析す る ことに あ る{2)。

以下 本論文 の構成 と して第1に 地 球環境 の危機

とは何 か を論 じ,こ の問題 を足元 か らの発想 と し

て具体 的 に考察 した い。そ して,92年 リオ宣 言 の

主 要課題 を吟味 し,足 元 の課 題 と重 ねて論述 して

み たい。

第2は,1960年 代 か ら1970年 代前 半 にか けて

の横 浜市 に おけ る公害政 策 な らびに環境 政策 の特

徴 を具体 的事例 を通 じて明 らか にす る。1960年 代

の 日本 の高度 成長政 策 は,一 方 で,重 化学 工業 政

策 と して 日本 の 旧工 業地帯 を中心 にその周 辺地域

に定着 し,工 業 化 に基 づ く都 市 化 を発 展 させ た

が,他 方 で,社 会資 本 の不 足,と くに教育,住 宅,

病 院,福 祉 施 設 へ の投 資 過 少 とな って表 面 化 し

た。 この政策 は鉄鋼業,石 油化 学 コ ンビナ ー ト関

連 業 な どの生産 と資本 の臨海地 域へ の集 巾化 に伴

い,大 気汚 染,水 質汚濁 を もた らし,公 害反対 の

住民運 動 を活発化 させ た。

本市 にお いて も,市 民 の公害反 対運動 の中 で,

公害対 策 のニ ーズに伴 い,公 害 関係 企業 に対 して

協 定 な どを結 び,行 政 指導 を強化 した。 それ は公

害 防止 の横浜 方式 といわ れた。 ここで,こ の点 を

改めて客観的に分析 したい。 とくに高度成長政策

と公害問題を点検 し,横 浜市の独特でユニークな

公害対策を論 じていく。

第3に1970年 代後半 の横浜市 の公害対策か ら

環境政策への転換を明 らかに しつつ,市 独 自の公

害防止協定基準の設定,市 民 のたあの公害防止の

行政組織の確立,公 害問題に対す る公開性の原則

を通 じて市民,企 業,行 政のあり方を明 らかにす

る。 この点を改めて資料 を通 じて点検す ることに

する。

第4に1980年 代の横浜市の環境政策の重点は,

内外 の経済 ・社会 の変動の中で,従 来の産業型公

害のみな らず新たに増大 した都市生活型公害に対

応 し,快 適環境をどのように作 るかを課題 とした

環境管理政策 を特徴 と したのである。 この点,従

来の環境政策 を豊かな生活環境づ くりを主体 とし

た都市改造政策をあざした点 で,ユ ニークな課題

となった。 この点をまちづ くりの視点 か ら論 じて

み ることに したい〔3}。

第5に,1990年 代の本市の市民,企 業,行 政の

対抗関係,協 力関係,創 造関係 を通 じた綜合環境

政策の特徴を検討す る。前述 したように,92年 の

世界 ・人間環境会議における地球環境危機の問題

意識 のもとに,本 市 も,「人 と自然 との共生す るう

るおいのあるまちづ くり」を 目指 し,一 歩一歩実

現 しっっある。 もちろん市民ひとりひとり,企 業

自体,市 自治体 自身 の環境保全 のための自己点

検,自 己評価 を含めた環境政策が改めて問われ,

実践す る段階 にきた。それには市 の21世 紀を 目

指 した新 しい知的緊張関係を もった環境政策 の構

造を示 し,市 と県の地域間の連帯,国 との環境政

策との連関性,協 力関係,相 互批判的協力関係の

課題 を念頭において分析 したいと思 っている。 こ

の点 は本号で は,割 愛する。

2.地 球環境の危機とは何か

地球環境危機克服と横浜市の対応

(1)地 球環境危機論の系譜

1993年 以降,日 本 の主要 自治体 は,自 らの環境

政策 として 「地球規模の環境問題」 にどのように

対応するかを具体的に示 し始 めた。 これはきわめ



横浜市における環境政策の史的,構 造的研究 li

て良 い ことで あ り,横 浜市 は,す で に環境 問題 に

っ いて は,市 民 ニ ーズに基 づ いて一 貫 して厳 し く

対応 して きた。

地 球環境 問題 は,地 球 に住 むすべて の人 々が 自

分 の課題 と して取 り組 まな い限 り,一 歩 も前進 し

な い し,自 らの生 活 も良 くな らな いので あ る。 よ

くいわれて きたが,リ オ宣言 を うけ とあた知識 人

が い うよ うに 「それ は,環 境保全 ・創造 を地球 規

模 で考 え,足 元 か ら行動 しよ う」 とい うことに現

れて い る。

い うまで もな く地 球 環 境 問題 が表 面 化 した の

は,1964年 の ケネ ス ・ボー ルテ ィングの 『宇宙 船

地 球号 の危機4)』 で あ り,次 いで,1972年 の ジェ

イ ・フォ レスターの影 響 を うけた ローマ クラブの

公刊 した 「成 長 の限界5)』で ある。いず れ も,各 国

で評価 された。 こう した文献 は,資 源 が有 限で あ

るの に,こ の まま い くと先 進国 は,工 業生 産 を無

限 に続 け環境 を破壊 してい いのか とい う,人 類生

存 の危機 を訴 え た ものであ る。1980年 には,『 西

暦2000年 の地 球(6)』が公刊 され,次 のよ うな結論

を下 した。 「2000年 まで に,驚 くべ き地球 規模 の

問題 が起 きる可能 性 があ り,公 共 政策 の変 更が必

要 で あ る。 だが 目の前 の問題 の緊急性,広 域性,

複 雑性 を考 え ると,世 界で現在 進行 して い る取 り

組 みで は,必 要 な政策 と して まだ不十 分で あ る。

これ まで にな い世 界規模 の協 力 と参加 が必 要で あ

る」[CouncilonEnvironmentalQuality,The

Global2000ReporttothePresident:Enteringthe

TwentyFirstCentury(Harmondsworth:Penguin

1982),LetterofTransmittaL]に もか かわ らず,約

20年 前 に指摘 され て も,い まだ十分 な対応 を して

いな い。 だか らこそ,各 国 の基礎 自治体 が住民 と

ともに,地 球 環境 問題 に取 り組 む必 要 があ るので

あ る。

もちろん,こ う した問題 提起 にっ いて も,さ ま

ざ まな論争 が あ った ことはい うまで もな い。 いず

れ も,住 民 の下 か らの地 球環境保 全運動 を重視 し

て いる点 で共通 して い る。

一・方
,地 域 環境 問題 が表 面化 したの は,1960年

代 以前 か らあ った ことはい うまで もな い。だが60

年 代,70年 代,80年 代 にな って,深 刻 な問題提 起

が表わ れた。 ジ ョン ・マ コー ミックは 『地 球環境

運 動史〔7)』(JohnMcComick,theGlobalEnviron-

mentalMovement1995.石 弘之,山 口裕司訳 岩波

書店,1998年)の 中で丁環境 主義 の起 源 か ら掘 り起

し,保 全 と再建(1945～1961年),環 境 革命(1962～

1970年),運 命 の予言 者(1968～1972年),ス トック

ホル ム会議(1970～1972年),国 連環 境計 画(1972

～1992年) ,先 進 工業国一 政治 と行 動主義(1970～

1986年),途 上 国 環境 と開発(X972～1987年),

「緑 の党」の 出現(1972～1990年),地 球i環境,リ オ

宣言 とそれ以 後 を系統 性 を も って論 じてい る。彼

は,1962～70年 の時 期 を 「環 境革命 」 と して把握

し,1962年 の レー チ ェル ・カ ー ソ ンの 『沈 黙 の

春〔8〕』 のイ ンパ ク トを重視 して い る。 既 存 の環境

保全 運動 や保護運 動 か ら新 しい環 境保全 運動 を重

視 した。新 環境主 義 は人 間環境全 体 を取 り組 み,

生 存 の危機 に瀕 した人 間そ の もの を問題 に して い

るのであ る。 この点 を整 理 してみ よ う。

それ は,生 物 圏 のなか に人 間の活動 圏が あ る と

い う大 きな視野 を もち,両 者 の関係 が さ らに深 く

理解 され,初 期 の保全 運動 に比 べ て危 機意識 はさ

らに強 く広 い範囲 にわ た る もの だ った とい う認識

で あ る。米 国民 は 自分 たちの関心 を 「大 自然 」 に

とどあず,自 然 に対 す る道義 的 かっ美的 な関心 を

環境 全体 に向 けた とい うので あ る。

新 環境主 義 は,き わ めて行動 的でかっ政 治的 で

あ った。従 来 の 自然 保護主 義者 の多 くは基 本的 に

慈悲 を 目標 に掲 げ,保 全主 義 はその主張 の基盤 を

経済 におい た。 これ とは対 照的 に,新 環 境主義者

は,直 接 的 に政治 的 にイ ンパ ク トを求 あ た。J.マ

コー ミックはい う。彼 らは,産 業 社会 の価値 と制

度 の根本 的 な改革 によ って のみ,環 境破 壊 が回避

され うる ことを信条 に して いた。

新環境 主義 は,当 時西 欧社会 に起 こ りつつ あ っ

た広範 囲 にわた る社会変 革 の一 部 と考 え られ る と

してい る。 この社会革 命 は,世 界大戦,ベ ル リン

封鎖,ス エ ズ危 機,冷 戦,核 戦 争 の恐 怖,人 種主

義 の制 度化,環 境汚 染 な どを引 き起 こ した価 値観

に対 す る反発 か ら生 まれ た ものであ る(9)。

この新環境 主義 は,『沈黙 の春 』を契機 に してい

る。 い うまで もな く 「沈黙 の春』 は,合 成化学殺
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虫剤 の乱用 が招 いた影響 を詳 し く調 査 し,多 くの

論争 を もた らしただ けでな く,人 間活動 が環 境 に

及 ぼす意味,そ して それ が人間社会 へ跳 ね返 って

くる代 償 につ いて,一 般 の関心 を高 め だ1①。

こ うして,地 球環境 の危機 の問題 意識 は,1960

年代 か ら具体化 され,そ の危 機 を どの よ うに克 服

す るかを含 めて考 え られ るよ うにな った。

わた くしがあ えて問題 に した のは,地 球環境 に

つ いて の主要 著 書 が92年 の リオ宣 言 にイ ンパ ク

トを与 え,か っ地 球市民 の要求 と して打 ち出 され

た前 提 と して主要 な問題 を提起 したか ったか らで

あ る。

『沈黙 の春』,『宇 宙船地球 号 の危機 』,『成 長 の限

界』,そ して 『西暦2000年 の地球』 が地球環 境 の

危機 を訴 え た ことは,大 きな意味 が あ った。 わた

く しな りに整 理す れば,世 界 の工業 化 と都市 化 の

進行 の巾で,地 球 を股 に掛 ける国際 資本 に よる生

産財,消 費財,サ ー ビス財 の急速 な上 昇,人 口増

な どが資源枯渇,環 境 破壊 を もた らす要因 とな っ

て い る。 したが って地 球環境 の危機 は深化 す る。

1989年7月 に アル シ ュサ ミッ トにお い て地 球

環 境 の危機 が公 然 と主張 された背景 はこ こにあ っ

た。

② 地球環 境危機 克服 の課 題 と横 浜市 の対応

その危機 の主要 テーマ は こうであ る。

第1は 炭 酸 ガ スの増加 に伴 う地球 の温 暖化 の問

題 であ った。 石炭,石 油,天 然 ガ スの消費 量が増

加 す るにっ れて,大 気 中 の二 酸化炭 素濃度 は産業

革 命以 降 着実 に上昇 し続 けて いる。80年 代 の世

界 経済成 長 の中で,温 暖化 は進行 した。今 日の温

暖化 の原 因 は,私 た ち消費者 ・市民 の消費生活,

企 業 の さまざま な商品生産,流 通過程,そ の他 団

体 などに よるCO2の 排 出に よ るもので あ り,と く

にCO2,フ ロ ンガス,メ タンガ ス,亜 酸化 窒素等

の気体 の上昇 によ る もので あ り,こ のま ま放 任 し

て お くと,21世 紀 を通 じて,こ の地 球 の平均 気温

が10年 間 に約0.3度,海 面 が10年 間 に約6セ ン

チ メー トルの割 合 で上 昇す ると予想 され て いる。

これ に よ り,異 常気象 の断続 的発生,先 進国,途

上 国 を問わず農 業生産 の減少,生 態系 の破壊,人

間生存 の危機 の深 化 な どが予想 され,現 に部分 的

に表面化 して い る。

この地 球温暖化 に対 して各国,自 治体,企 業,

消 費者 が省資源 ・省 エネ ルギーの利用 によ る二酸

化炭 素排 出抑制策,そ の他 フロ ン等 の温 室効果 ガ

スの吸収 源の拡大,保 全策 を積極 的 に推進 す るこ

とが必要 であ る。

横 浜市 に住 む私 た ち一人 ひ とりに とって,日 常

使用 して い る家電製 品を は じあ とす る機器 の エネ

ルギ ー効率 の よい利用,自 動 車使用 の節約,紙,

びん,缶 な どの リサイ クル運 動,そ の他暮 らしの

無駄 を排 除 して い くことが求 あ られて い る。 省資

源 は,製 造品 の責任義務 付 けだ けでな く,生 産過

程 にお けるエ ネル ギー消費抑制 や,製 品が ゴ ミと

して処理 され るの に必要 なエ ネル ギー消費 の抑 制

や焼 却処 理 に伴 う二酸化 炭素 の排 出の抑 制 に もっ

なが る。 そ の他,私 たちが 日常生 活 のみ な らず,

住宅 建築,修 理 にあ た って断熱 に配慮 し,実 行 し

て い くこと も省 エ ネ対策 にな る。 同時 に,み ど り

の保 全,植 林 な どに よ ってみ どりをふ やす こと も

大切 な温 暖化 防止 にっ なが る。

政 府 は,92年 に地 球 温 暖化 防止 計 画 を発 表 し

た。1990年 か ら10年 間 に二 酸化炭 素 の排 出量 を

現在 の水 準 に抑 制す ると発表 したが,さ ま ざまな

努力 を してい るが実現 してい ない。 本市 で は,温

暖化対策 に関 す る調査,と くに二 酸化 炭素濃 度 の

モニ タ リング調 査,安 全,ク リー ン,効 率 的 エネ

ルギ ーの安 定 的利 用 を図 る地域 エネルギ ー政 策 も

志 向 して いる。

第2は,フ ロ ンガスに よるオ ゾ ン層 の破壊 の問

題 で あ る。特 定 フ ロ ン等 の大 気 中へ の救 出 に よ

り、成層 圏 のオ ゾ ン層 が破壊 され る と,そ の結果,

有害紫 外線 が増大 し,皮 膚 ガ ンに なる原 因 と され

て い る。わが国 は,「特 定物質 の規制 等 に よるオ ゾ

ン層 の保 護 に関す る法律 」 の施行 を軸 にその対策

を進 めて きた。

特定 フ ロン(ク ロロフル オ ロカ ーボ ン=CFC)

が規制 され,代 替 フロ ン(ハ イ ドロフルオ ロカー

ボ ンーHFC)を 使 うよ うにな った。 この点 は あと

で もふ れ る。

私 たちの 日常生活 や職場 で の仕事 にお いて コ ン
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ピュー ターの使用 は欠 かせ な くな った。 それを作

る半導 体産業 は フロ ンガ スを大量 に使 用す るだ け

で な く,そ の際 洗浄 水 が地 下 に浸透 す ると,土

壌汚 染 をす る。 したが って いま代替 フ ロ ンを使用

す るよ うにな った。代 替 フロ ンの排 出量 は,二 酸

化 炭素 よ り少 ない が熱 を た あ ごむ働 きは3300倍

もあ る。97年 の温 暖化防止 京都会議 で規制 対象 に

な った特定 フ ロンを使 わな くてすむ。今 日英 国 で

は,炭 化水素 の冷蔵 庫 を使 用 し,オ ゾ ン層 破壊 を

防止 しよ うとい うので あ る。 これ は,環 境 保護 団

体 グ リー ンピー スが,92年 ドイ ッのメー カー と共

同 で 「緑 の冷 蔵庫 」 を作 り,ド イ ッの一般 家庭 で

は,30%も 使 用 して い る。 とにか く,エ ア コ ン,

冷蔵 庫,自 動車,ス プ レーの廃棄 の際 は,フ ロ ン

の回収 をで き るよ うにす る ことが必要 に なる。 本

市 で も,フ ロ ンガス,ク ロー ズ ドシス テムの開発

を考 えた り,環 境 モニ タ リンクを した り,大 気 中

の フ ロ ンや オ ゾ ン層破壊 物質 の監視 を続 けた り,

フロ ンガ ス対策 の調査 を進 めて いる〔11)。

第3は,酸 性 雨 が もた らす大 規模 な生態系破 壊

の問題 で ある。酸 性雨 は,ク ル マや火 力発電所 な

ど が排 出 す る硫 黄 酸 化 物(SO2),窒 素 酸 化 物

(NO2)等 に よる もの といわれ てい る。宇宙衛星 で

み ると,欧 州,北 米等 で酸性 の強 い降雨 が観 測 さ

れ,森 林,湖 沼等 への被害 が重大 問題 にな って い

る。専 門家 に よる と,大 気 中 に拡散 され た硫 黄酸

化 物 や窒素酸化 物 は,複 雑 な化学反応 を繰 り返 し

て,最 終的 に は硫酸 イオ ン,硝 酸 イ オ ンな どに変

化 し,強 い酸性 を示 す雨 とな って降下 し,森 林,

湖沼 な どに対 す る被 害 を もた ら し,い ま世 界各地

に被害 を もた ら して い る。 したが って本市 で も,

この問題 に対 して強 い関心 を示 し,対 応 を考 えて

きた。

酸性 雨 の原因 は,化 石燃 料 を大 量 に使 用す る。

日本 の使用 量 は,世 界 の5%に 当 る といわれ る。

本 市 も一 貫 して主 張 して い る よ うに,省 エ ネ ル

ギ ー政策 を合理 的,効 率 的 に進 め てい る。『横浜 市

環 境管理計 画』(1996=平 成8年9月)に お いて こ

うのべ て いる。

横浜市 で は,1993年 に地 球温暖化 の防止,大 気

汚 染防止 な どの観 点 か ら,エ ネルギーの効率 的 な

利用 を推進 し,省 エネルギ ー型 社会 へ の転換 を図

るた め 「横 浜市 エ ネルギ ー ビジ ョン」を策 定 した。

この ビジ ョンに基 づ いて各 種施 策 を着実 に実 施 し

て い く必要 が あ る。 さ らにわ た くしな りに整理 す

ると以上 の課題 を足元 か ら具体 的に実践 す る こと

につ き る。

また廃棄 物 の焼 却 によ って も二酸 化炭素 が排 出

され るので,排 出抑制,資 源化 を地 球温 暖化対策

の観 点 か らも必要 で あ る。 さ らに代替 フロ ンな ど

の温室効果 ガスの対策 を今後 の重 要課題 とす べ き

で あ る。

(3)横 浜市 にお け る地 球温暖化 対策 の方向性

横浜市 で は省 エネルギ ー目標達 成 のた めの指 標

を次 の よ うに決 めた。

市民1人 当 りの二 酸化 炭素 排 出量 が2000年 以

降 お お むね1990年 レベ ルで安 定化 を図 る。1990

年度 か ら2010年 度 の最終 エ ネル ギ ー消 費 の年 平

均伸 び率 が1.2%を 上 回 らない とい う指標 で あ っ

た。

地球 温暖化 防止対策 と しての省 エ ネルギー対策

を具体 化す るた あの取 り組 みを み ると,業 務 用 ビ

ルな どの民 間業務部 門 につ いて は,市 街地再 開発

事業 な どで,地 域冷 暖房 の導 入 を推進 し,効 率的

なエ ネルギ ーの利用 と未利 用 エネルギ ーの利 用 を

促進 す ることや建築 物で の効 率的 な エネルギ ー利

用 を図 るため に,省 エネルギ ーに関す る情報 提供

を行 い,大 気汚染 に も配慮 しっっ コー ジェネ レー

シ ョンシステムや省 エネル ギー型機 器 の導 入 な ど

を促進 す る。

家庭部 門 にお いて は,住 宅 の断熱化 や ソー ラー

システ ムの普及,省 エ ネル ギー型 機器 の普及促進

な どを行 うとと もに,省 エネル ギー型 の ライ フス

タイルへの転換 を促す普 及啓発 を推進 す る こと,

地 球 環 境 危 機 克 服 の た あ の 日常 的創 意 と工 夫 を

もって対 応 し,市 民 に協 力 を要 請 して い る。

運輸 部門 に対 して は,公 共輸 送機 関の整備 や そ

の利便 性 の向上 な どによ り,排 ガスを抑 制 す るた

めに もクルマの需要 の軽 減 とエネルギ ー効率 の高

い輸送 手段 への転換 を はか るこ とを多面 的に施策

して いる。
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産業部門に対 しては従来の省エネ政策を継続す

るように働 きかけるというのである。その他廃棄

物 の減量化 ・資源化のたあの施策を進あ るだけで

な く,ご み焼却場での発電や市民利用施設への余

熱の供給など熱の有効利用に努め るという。

こうした地球温暖化防止に対 して横浜市が環境

政策 の中で具体化 してい る点 を評価 す ると同時

に,今 後,自 治体,企 業,市 民の協力をひとっひ

とつ具体的 に展開 して い く必 要が ある。 ここで

は,こ うした問題意識を重ねつつ,横 浜 市の公害

対策,環 境政策を歴史的,構 造的に考察す ること

によ って,過 去の施策 と現在,将 来 との施策が,

いかに連動 しているか,を 認識することがで きる

であろう。今 日の環境政策総体のあ り方 は,本 質

的に環境保全策 の歴史 を教訓 として受けとめ るこ

とが重要であると考えている。

いま,21世 紀の出発点 にあたって,地 球環境危

機克服の問題意識を厳 しくもつ ことによって,改

めて,横 浜市の公害対策,環 境対策の歴史 と構造

を考察 してみたいと考える。

3.1960年 代 か ら70年 代 前半 の横 浜市 の公

害対策 とは何 で あ ったのか

(1)高 度成 長政策 と公害 問題

1960年 代 の 日本 の高度成 長政策 が,政 府 と大 手

企 業群 が一 体 と して 実 現 した重 化 学 工 業 政 策 に

あ った ことは周知 の事実 で あ った。1960年 の 日本

の重化 学工業 率 は56%で あ り,65年 に は59%,

45年 に は71%ま で 高 ま った こ とを みて も明 らか

で あ った。 粗綱 生産 は9300万 トン,電 力供 給 は

2860億 キ ロ ワ ッ ト,重 油消費 量 は1億100万 キ ロ

リッ トルを みて もわか るよ うに生産 力拡充 は,急

テ ンポで進 んだ。60年 代 末 か ら70年 代 にか けて,

日本 は,す で に鉄鋼 の生産 で,米 ・ソに接 近 した。

さ らに石 油精製,化 学,石 油化学,自 動 車,合 成

繊維 等主要 産業 の生産力 は,世 界第2位 の水準 に

達 した。60年 代 か ら70年 にか けて の 日本 の産 業

の特 徴 は,産 業全 体 の規模 が 巨大 にな ったばか り

で な く,産 業 を構成 す る機 械 ・装 置 の規 模,技 術

構 成 な どをみて もいず れ も国際水準 に達 す るよ う

にな った点 に あ る。

1960年 の 「所得倍増計画吻 にみ られた産業配

置計画 と地域開発計画は,重 化学工業中心 の産業

配置 と拠点開発主義にあった。 この政策を実現す

るた め に,1961年 か ら70年 の10年 間 に平 均

GNPの 上昇率7.2%を 維持 し,実 質国民所得を2

倍にすることにあった。 この目標を実現するたあ

に必要 なことは,次 の4点 にあった。第1に,中

央政府が計画的に公共投資を配分 し,道 路,港 湾,

都市基盤などの産業のための社会資本 を充実 させ

ることにあった。第2に,人 的資源の開発 に力を

注いで国民の創意 と工夫を発揮 させるとともに,

統制を少 な くして,民 間経済の自主的成長を誘導

すること。第3は,農 工間,地 域 間,規 模間の格

差を解消す ること,そ のためには,増 大す る労働

力需要に対応するため農業人 口を削減 して非農業

部門の労働者 ・技術者不足に対処す ることにあっ

た。

また1960年 の 「所得倍増計画」の理念 は,高 成

長 の持続 によ って地域 間格差 を解消 し,「福祉向

上」への資源の合理的配分を志向 しようとす るこ

とにあった。

高度成長政策を実現す るためには,61年 に通産

省が提出 した 『工業立地白書』にあ ったように,

第1に 当時の従来の工業地帯 にかわって,そ の周

辺部に工業立地 をはかることにあった。例えば京

浜工業地帯にかわ って千葉工業地帯 ・駿河湾工業

地帯 ・名古屋工業地帯 にかわ って四 日市工業地

帯,阪 神工業地帯にかわ って播磨 ・和歌山工業地

帯,北 九州工業地帯にかわ って山口県臨海工業地

帯が これである。第2に,技 術革新が新 しい工業

地帯 のかたち,す なわ ち臨海部 におけ るコンビ

ナー ト化 と工場単位の巨大化を生 みだ した点にあ

る。京浜工業地帯か ら北九州工業地帯にかけての

太平洋沿岸ベル ト地帯における主要都市の臨海部

に石油 ・石油化学 ・電力 ・鉄鋼 コンビナー トを,

設置することにあった。第3に,四 大工業地域の

内陸周辺部に新 しい内陸工業地帯を発展 させた。

たとえば,京 浜における平塚,相 模原,八 王子,

立川,大 宮,藤 沢など,名 古屋における小牧,春

日井,豊 田,阪 神における高槻 茨木,豊 中,伊

丹 などの諸都市地域がこれである。 こうした地域
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に電子工業,電 気機械工業 を分散設置するとい う

ものであった。

高度成長政策の もとで,地 域開発 は着実に進行

した。地域間所得格差是正策を もり込んだ政策で

あ ったが,逆 に格差が拡大 した。1962年,政 府は,

「全国総合開発計画』を発表 し,従 来の産業配置計

画 ・地域開発の再検討 を示 しなが ら,新 しく均衡

的発展 を目指 しっっ,重 工業中心の 「拠点開発計

画」を進あたのである。その計画 は,当 時 の内容

をこう伝えていた。「拠点開発方式 とは,東 京,大

阪,名 古屋およびそれ らの周辺部を含む地域以外

の地域にそれぞれ特性に応 じたい くつかの大規模

な開発拠点を設定 し,こ れ らの開発拠点 との接続

関係および周辺の農林漁業 との相互関係を考慮 し

て,工 業等 の生産機能,流 通,文 化,教 育Y観 光

等 の機能 に特化するか,あ るいはこれ らの機能を

併有す る巾規模,小 規模開発拠点を配置 し7す ぐ

れた交通通信機能 によって,こ れ らを じゅず状 に

有機的に連絡 させ,相 互 に影…響させると同時に,

周辺の農林漁業 に好影響 を及ぼ しなが ら連鎖反応

的に発展 させる開発方式である」 と。

この方式に基づいて,関 連す る都市 は,工 業発

展の基盤作 りのたあに,政 府のバ ックア ップのも

とに積極的に公共投資を展開 した。

高度成長政策は,重 化学工業の発展を軸 に一方

で,社 会的間接資本を拡充 した。 この場合の社会

資本す なわ ち公共投 資 は2っ の性格 を もって い

た。 ひとつは,鉄 鋼,石 油化学,造 船,電 力,重

機 自動車 などの産業の発展のための港湾,運 輸,

橋梁,通 信,工 業団地.工 業用水,産 業道路など

への公共投資を増大す るという方式であ り,経 済

学的には,生 産費,流 通費を節約す るための社会

資本,す なわち産業の発展のための社会資本の拡

充であった。他方では,一 般 住民 の生活道路,住

宅,教 育,福 祉,生 活環境など生活のための社会

資本への投資である。高度成長期 は,産 業の発展

のための社会資本が,生 活のための社会資本 より

はるかに増大 した。

高度成長政策は,産 業基盤拡充のための社会資

本投資重心主義にな り,住 民 の生活基盤のための

社会的消費手段部門への投資は,軽 視 される傾向

を示 したとい って よい。 したが って高度 成長政 策

の矛盾 は,都 市 にお ける公 害問題,住 宅不 足問題,

土地騰 貴問題,物 価 問題,福 祉施設,教 育施 設 な

ど貧 困化 の問題 と して表面化 した。

こ う した傾 向 は,高 度成 長政策 の中で も明 らか

に され た。例 え ば,71年 の政府(経 済企画庁)の

「国民生 活 白書』 は こ う指摘 して い る。

「物 価騰貴,と くに地価 の急上昇 は,都 市生活者

を圧迫 して い る。 中 で も東京,大 阪両地 域 の地価

が極端 に高 いたあ,住 宅 スペー スが狭 く,住 宅 費

も高 い。 また悪 臭,水 質 汚濁,騒 音,振 動,大 気

汚 染 とい った環 境 破 壊 に対 す る苦 情,陳 情 が激

増。 わずか に,地 盤沈下 に関 す る苦情 だ けが こ こ

1,2年 減少 して いる。こ う した環境破壊 は,累 積

効果 を もっ ことや,一 度破壊 され ると修復 が困難

で あ る,な ど重 要問題 を含 んで い るので,繁 栄 の

代償 と して は最 も深刻 な ものの一 っで あ る」 と。

この時点 で,政 府 は高度成 長が,一 方 で産 業 の

国 際競 争力,雇 用機 会 の増 大,相 対 的所 得 の増 大,

交通体 系 の利 便性 な どを もた ら したが,他 方 で,

公害,環 境 破壊,高 物価,生 活環境 の低下 な どを

もた ら した点 を明 らか に した。 だが両者 の相互 関

連 性 にっいて は,明 らか にされ て いない。

高度成長 の矛盾 は,と くに工業地 帯 にお け る都

市,自 治体 の住民 の不満 と自治体 の対応 のお くれ

とな って表 われ た。

もち ろん,横 浜市 は,こ う した事態 に対 して,

いか に市民 主体 の行政 を展開 す るか に迫 られた。

京浜工業地 帯 の産業基盤 投資 の拡充 の中 で,横 浜

市 は,市 民 の住 宅,病 院,学 校,上 ・下 水道,清

掃設備 ・防災設 備 な どの生活基 盤投 資 を どの よ う

にす るか を国 に要請 す る と同時 に 自 らの力 で対応

した。 こう した課題 を新 しい市 政 の課 題 と して位

置 づ けた。 そ の基本 テーマ は,市 民 の生活環 境 を

充実 す ることにあ ったので ある。〔1鋤

(2)重 化学 工業政策 と生活環 境 問題

一 般 的に い うな らば
,生 活環境 は,人 間 の生活

を取 りま く自然 的 ・文化 的 ・社会 的 な有 形無形 の

諸 条件 が どのよ うに構成 され てい るかに よ って規

定 され るとい って もよいで あろ う。市場 社会 の も
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とで は,そ の発展 の条件 によ って も異 な った形 態

を しめすが,今 日で は,物 的生活 環境 は,民 間資

本 の活 動 に対 して生 活基盤 のための社会 資本 の増

減 に よ って規定 され る。 したが って経済 学的 にい

えば,物 的な社会 的公共設 備 が どの よ うに人 間の

社会 的 ・文 化的 ・自然 的生 活条件 を維持 して い く

か に よ って決 って くる。 したが って横浜市 が市民

のため の社会 的,文 化的生 活条件 を 目指 して まち

づ く りを して い る点 を評価 して よい。

い うまで もな く,人 び とは相互 に協力 し合 って

生活 し,都 市 とい う共 同体 を発展 す るため に一定

の公共 的生活手 段(福 祉,教 育 文化 などの協同設

備)の 充実 を図 って い くことを志 向す る。 わか り

やす くいえ ば,人 び とが 自 ら住 む都 市問題 を どの

よ うに充 実 して い くかの課題 を共有 す る ことにあ

る。都市 問題 は生 産 と交 通 と生 活 の有 機 的な様 式

を しめすだ けで な く,都 市住民 の圧倒 的部 門が雇

用化 され,社 会 的分業体 系 に編成 され る ことを意

味 す る。 したが って,都 市地域 に集 中す る資本 と

人 口を社会 的 に分散 し,住 みよ い人 間中心 の まち

づ く りに作 りか え る こと にあ る。行 政 は交 通 渋

滞,交 通公 害,大 気 汚染,水 質汚濁,住 宅難,環

境衛生 の悪化,緑 地 の貧 困化 な どを,ひ とっ ひ と

っ解決 す ることに よ って市民 のニ ーズに対応 す る

ことに あ る。1960年 代 の=横浜市 の行 政 の基本 課題

もここにあ った。

ここで,高 度 成長政 策 は基 本的 に は,国 際競争

力 に対応 す るた めに,重 化学 工業 の極 端 な優 先政

策 にあ った。 それ は,今 日で も定説 にな って いる

重 化学工業 中心 主義 に政 策 を優 先 した こ とにあ っ

た。 この政 策 は,住 民 の生命 と健康 を十 分 に配 慮

せ ず に,積 極的 な資本主体 の技術 導入 と開発 を は

か り,産 業 の発展 を優先 した ことにあ った。 そ の

結果,経 済 規模 が増大 し,自 然 との調和 を考慮 せ

ず,さ らに住民 の生 活環境 との調和 の制 御能力 を

失 った結果 によ る ものであ った。 それ が工 業地帯

にお け る公 害 の増 大 と環 境 破 壊 を もた ら した と

い って よいであ ろ う。

例 えば,60年 代 の 日本経済 が重化学 工業優 先政

策 に傾斜 したか は,銑 鉄生産 の例 をみ る と明瞭で

あ る。1912(大 正元年)か ら64(昭 和39)年 まで の

53年 間の銑鉄 生産量 の合計 と,65年 か ら70年 の

6年 間 の銑鉄 生産量 を比 べ る と,後 者 の期 間 の生

産量 の方が高 か った。 粗鋼生 産量 にっ いて も同 じ

ことが いえ る。重油 にっ いて も,そ の輸入量 は,

70年 水準 で1憶100万 キ ロ リッ トルで あ り,1934

～36年 の水 準 の300倍 で あ る
。1960年 代 の粗 高

生 産 と石油化学 の生産量 も,米 国 を抜 いた。 電力

につ い て も69年 末 に,約28憶5000キ ロ ワ ッ ト

に達 し,1934～55年 の水 準 の約13倍 で あ る。

1960年 代 の 日本 の重 化学 工 業 の生 産水 準 は一・

流 にな ったが,生 活水準 は三流以 下 といわれ,公

害 も野放 し状態 で あ った。 と くに工業地 帯 の都 市

は,大 手企 業 の生 産第1主 義 に基 づ く公害発生 も

激増 し,住 民 の反 公害運 動 も活発 化 した。京浜 工

業地 帯 に も,無 計 画 に公 害関係 の企業 の工場 が進

出 し,都 市 計画 も,対 応 で きず,工 業化 に もとつ

く都 市化 の進 展 の中で公害 問題 が群生 したq鋤。

(3)1960年 代 の公害対策 と しての横浜方式 とは

何か。

(a)根 岸 ・本牧工業地域の公害問題について

1960年 代半ばの公害行政は,「 経済 の発展 との

調和」の中で展開 され,法 的には,き わめて不十

分で あ り,関 係 自治体 は,住 民 の反公害運動 の

ニーズに対応するために もさまざまな行政手段を

講 じて前進す るほかなか った。

1964年 に横 浜市 は市 の南西部 に造成 した根岸

湾工業地帯 に立地する電源開発株式会社 との間に

大気汚染などの防止 のために総合的公害防止対策

を行 い,工 業地域の造成 にともな う環境汚染の予

防行政に新 しい方式 を作 った。いわゆる公害防止

の横浜方式である(1の。 なぜな らば,60年 代の横浜

市 の公害防止政策 が,そ こに集約 されて いると

いって もよいか らである。 この点,少 し具体的に

紹介 しよう。

横浜市 は同年 に横浜港 の南西部 に古 くは静穏

で,白 砂青砂の,市 民の憩いの小 さな海水浴場で

もあ った根岸湾 に287万 坪(9174万 平方メー トル)

を埋 あ立て,工 業地帯を造 り,日 本石油,新 潟鉄

工,日 清製油,石 川島播磨,昭 和電工,東 京電力,

東京 ガ ス,東 芝電気 の8社 の立地 が決定 して い
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た。 この当時の進 出企業 は,横 浜市 と公害防止協

定 はなか った。 また企業 も公害防止 の意識 は殆 ん

どなか った。横 浜市 は,既 成開発地域 に属 し,工

場 敷地 が密 集 し,道 路 が輻較 し,周 密 な人 口 と都

会型 の生 活 様式 を かか えて い るた め,大 企 業 に

と って も立 地条件 と して適 していなか った。

に もか か わ らず,こ う した事 態 は進 出企 業 に

と って交通 の利便性,労 働力 の利 用,企 業 間の提

携 の メ リッ トな ど,資 本 の効率運 用 をめざ して開

発 を志 向 し,当 時の市政 は 「市 の税源 な らび に雇

用機会 の拡大 にっなが る」 と評価 し,企 業誘致 を

優先 した。 当時 の市当局 は,そ の根拠 を明示 しな

か った。

だが,1964年 頃 か ら埋 あ立 て地 の磯 子区,中 区

の住民 は,進 出企業 の公 害問題 に関心 を もち,公

害反 対運動 に立 ち上が った。

と くに住民 は 日本石油,東 京電力 の重油専焼 に

もとつ く亜硫酸 ガスに よる大気汚染 が住民 の健康

に重大 な影響 を もっ ことに関心 を もって いた。住

民 有志,医 師会,薬 剤 師会 の有志 な どは,環 境保

全 協議会 を結成 し,1963(昭 和38)年 に誕生 した

飛 鳥 田一 雄市 政 に対 して,「 公害 企業 にた い して

厳 しい公 害規制 をす るよ う」 陳情 書 を提 出 した。

横浜市民 も,反 公害 の行政 を期待 した。市長 は進

出企業 に対 して,住 民,医 師会 の要望書 を伝 え,

「今後貴 社 にお いて,公 害 防止 に充分 に配慮 すべ

きであ る」 とい う趣意書 を要請 した。1964年,日

石精 製 の操業 開始 を契機 に,地 元 の町内会,自 治

会,医 師会,商 店 会,女 性 団体が,建 設 省,通 産

省,厚 生省,経 済 企画庁 に対 して も公害 防止 をお

こな うことに協 力 を要請 した。

こ う した動 きの中 で,東 電 が横 浜 市 に対 して

「東 京電 力団 地 と して造 成 され た用地 の一 部(3

万5千 坪)を 電 源開発 の石炭火 力発電 所用 と して

譲 渡 したい」 と同意 を求 あて きた。 だが市 は,こ

の問題 を電源開発 だ けの問題 とせず,根 岸 ・本 牧

臨海工業 地帯全体 の問題 と して総 合的 な公害対 策

の確立 の視点か ら調 査 ・解析 を学 者 グル ープ(野

口雄一 郎,清 水嘉 治,山 本幹 夫,桜 井毅)に 要請

しS同 時 に提言 を求 めた。

この結果,学 者 グルー プは企業 に市 独 自の公害

防止基準 に もとついた対 策 を実施 すれ ば,公 害 を

防止 す る ことは可能 であ る とい う9項 目の提言 を

お こな った。 この提言 は,当 時 と してか な り全国

か ら注 目された。 その後,公 害 防止 の横浜方式 の

主 内容 とな ったので,こ こに史 的資料 と して も重

要 なので紹介 す る。

1.市 当局 は工業立地 計画,都 市 計画 を再検討 す

る必要 があ る。

2.火 力発電所 の立地 を変更 す る必要 が あ る。

3.公 害 に対 す る観 測網 を整備 ・強化 す る必 要

が あ る。

4.住 民 の健康 管理体制 を強化 し,緊 急 施設 を設

置す ること。

5.市 独 自の公 害防止 の基準 を設 定 し,行 政指導

を強化 す る こと。

6.市 の公害対策行 政機構 を強化 し,公 害 セ ン

ターを設 け ること。

7.公 害 の基 礎 的お よ び応 用 的研 究 を充 実 す る

た め に公害 研 究 所 を設 置す る こ とが望 ま し

いQ

8.市 当局 は国 の公害 対策 に対 して積極 的 に発

言 すべ きであ る。

9.市 当局 は公害問題 に対 して,「 公開 の原 則」

を堅持 すべ きで ある。

こう した政 策提言 は,地 域 住民運動 の要 求 を自

治体次元 で,つ ま り住民 と一 体化 した 自治体行政

を展開す る うえで,き わあて重要で あ った。

当時,横 浜市 に与 え られ た公害防止 の権限 は,

きわめて少 な く,大 企業 に対す る公害 の規制権限

が な く,県 や政府 に直接働 きかけな けれ ば動 かな

い仕組 にな っていた。

第1の 提 言につ いて も,国 の方針 に基づ いて都

市計 画を していたため,市 独 自の工 業立地計 画,

都市計 画 を作 るに は,自 治体幹部 や職 員 の意識 改

革 を必 要 と した。 その たあに市長 は率先 して国 に

対 して も,市 民 に対 して も,下 か らの計 画作 りを

積 極 的 に展 開 した。 「市 民 の住 み よ い ま ち作 り」

「住 み た くな る まち作 り」(r横 浜市民生活 白書」,

1966年)の 趣 旨で,革 新市 政 の内容 を もり上 げた。

第2の 火 力発電 所 の立地 の変更 にっいて は難問

をか かえた。 とにか く市 民 の公害問題 へ の関心度
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の高揚 と新 しい公害行政 に客観性,科 学性を もた

せること,と くに市当局は,大 気汚染,水 質汚濁,

騒音,振 動 などの公害 にっいて客観的に調査 し検

討 し,東 京電力 の用地譲渡を認 めるかどうかを決

めることになり,大 きな前進であった。 この点 は

第3の 提言 とも関連 していた。

提言によって実施 された調査 は,市 と気象研究

所や地元の気象台が協力 し合 って,提 言2に ある

代替 での気象調査を実施 した。 その結果 は 「立地

については,い ずれの地点で も大差がない」 とい

う結論がでた。一方大気汚染の状況予測をするた

めに,拡 散理論(サ ットン式)に 基づいての計算 に

よる予測 と,地 形模型 を用 いての風洞実験(三 菱

重工,長 崎研究所で実施)に よる地上濃度 の推定 を

行な った。 その他,市 の臨海地帯 の風向調査など

をそろえて,市 長 は諮問機関である横浜市公害対

策協議会 に対 して,64年9月,電 源開発株式会

社,磯 了火力発電所 の立地 問題 について諮問 し

た。同協議会 は,「磯子火力発電所 は,石 炭専焼で

あることにかんがみ,(1)政 府 に対 して十分な監督

と公害防止 に対する予算措置などの周到 な注意 を

は らうことを要請 し,ま た(2凍電 に対 しては将来

根岸用地の残 りに重油専焼火力を設置することは

改あて慎重 に検討を加える。(3庵 発に対 しては,

大気汚染その他の公害防止にっいて万全 の対策 を

立て ることの保証を求めることがで きるならば,

その立場 を認 あざ るをえない」 とい う答 申だ っ

た。

こうして市は科学的調査結果 に基づいて,具 体

的な公害対策を当時者な らびに政府にも申入れた

のである。さらに市 は電発側 と交渉 を重ね,64年

12月1日,当 時の飛鳥田市長が公害防止対策の申

し入れを行ない,そ の保証をえたのである。

横浜市 は,市 民の公害防止の高 い関心 と運動 に

支え られ,通 産省の直接 の監督下 にあった発電所

に対す る立入調査権 と公害対策 の指示権 も確立

し,国 の基準よ りもはるかに厳 しい(学 者グループ

の提言3,5)条 件を具体的に提示 し,公 害防止の

責任を明確 にした。

提言4に ついて も,健 康管理体制 と衛生局を中

心に,公 害 による被害者の救済の問題をふまえて

体制 を整備 した。

第6の 公 害 セ ンターの設 置 の提 案 は,市 の行 政

組織 の中でユ ニー クな存在 にな った。1964年 衛 生

局 内 に,公 害問題 を専 門 に取扱 うための一部 門 と

して 先進 的 に設 置 され た のが公 害 セ ンターで あ

り,そ れ は1971年 まで立派 に機能 し,日 本 の当時

の6大 都市 の 中で,異 彩 を放 ってい た。71年 か ら

公害 対策局 とな り,そ れか ら20年 を経 て,今 日の

環境 保全局 へ と発 展 したので あ る(1励。

提 言6は 市 の公 害対策行 政機構 を強化 し,市 民

の公 害防止 の ニー ズに対応 し,さ らに,1976年,

公害 研究所 が発足 し,体 系 だ った公害行 政 を支 え

る研 究所 と同時 に独 自性 を もった性格 の研 究所 と

して の意 味 もあ った。1977年11月 に 『横 浜市 公

害研 究所報』 の創刊 号 で,初 代 の公害対策 局長 と

して活躍 して きた助 川信彦 所長 は,こ う書 いて い

る。

「公 害 の研究 は,原 子 力利 用 の研究 の よ うに 自

主 ・民主 ・公開 の三 原則 に拠 るべ きで あ る」 と。

行政 との協 力 と独 自の研究運 営 を示 した点 を評価

して よいであ ろ う。

と もあれ,横 浜 方式 は,ユ ニー クな存在 と して

全 国的 に も注 目され た。横 浜方式 の展 開 と して,

猿 田勝美氏 は 『京 浜公害地帯 』 の中で,日 本石 油

精製 業 の規制 を取 り上 げて い る。

この点 を整 理 してみ ると,1964年4月 か ら1日

当 り11万 バ ー レル の原 油 処 理能 力 を有 す る精 製

装 置が操業 に入 った。 この時点 で四 日市市 にお け

る公 害反対 の住民運 動 の活 発化,市 民 の公 害防止

運動 などが,横 浜 にお け る石油精 製業 への規制 に

イ ンパ ク トを与 えた。

日石 は一期 工事 で も脱硫装 置 な どの計 画書 を提

出 した。 第二 期 の計 画 の特色 は,重 油脱硫 装置 の

建設 で あ り,こ れに よ って低 硫黄重 油 を製 造す る

ことにあ るが,既 設装 置 との関連 を含 あて総合 的

に判 断す るた め,提 出 された計画書 に基 づ いて,

公害,災 害対 策 につ いて厳 しく検討 された。少 し

公 害 防止 の技 術 に な るが,排 ガ ス はす べ て集 合

し,2本 の集合煙突(130メ ー トル)か ら排 出 し,燃

料 は硫黄 分1.0%の 重 油 と0,1%の 石油 ガ スを用

いる計 画で あ る。 これ だけにつ いて考 え ると風速



横浜市における環境政策の史的,構 造的研究

6メ ー テ ル/sで,0.003ppmの 最 大地 上 濃度 と

な り,そ の接地 点 も距 離が遠 くな り,条 件 はきわ

めて良好 で あ るが,第 一期 の現 に操業 して いるプ

ラン トか らの排 煙条件 は決 して満足 すべ きもので

はない。

55メ ー トルの低 煙突部(7本)か ら低吐 出速度

で排 ガスを排 出 し,ダ ウ ンウォ ッシュ等 の現象 を

お こ して,拡 散 条件 の悪 い ことが判 明 したので,

1.II期 合せ て検討 し,総 合 的判断 を下 す ことに

した。以 下省 略す る。

67年11月1日 に市 は第 皿期増 設計 画 に伴 う公

害防止対 策等 の 申 し入 れ を した。 さ らに第 皿期 を

通 じて,市 は横 浜 市 の 環 境 基準 に添 って規 制 し

た。石 油精製 関係 の公 害対策 は,人 気汚染,悪 臭,

水質,騒 音 と対 策 を十 分 に講 じて いな ければな ら

な い。 そ の後 の立地 にっ いて は事前 に十分 な科 学

的検討 を加 え る必 要 があ る。今 日で も,横 浜市 の

独 自の公 害防止 の基準 を設定 し,行 政 指導 を強化

した ことが評価 されて いる。電 力 や石 油精製 へ の

公 害防止 規制 は,横 浜 独 自の方式 で対 応 したが,

60年 代 か ら70年 にか けて は,川 崎市 と連帯 して

日本鋼管 ・京浜 製鉄所 の リプ レース問 題へ の対 応

に あ った。

横 浜市 独 自の公害防止 方式 は,根 岸 の臨海地 域

へ の埋 め立て に際 しての新 しい公害防止 基準 の設

定 に限定 した問題 だけで はな い。 す で に,半 井 清

市 政 の とき,す で に287万 坪 の根 岸湾埋 立造成 を

承認 したあ とであ った。 したが って埋立 造成 を前

提 と して どのよ うに市民 サ イ ドで,市 独 自の公 害

防止 基準 を作 り,大 手企 業 に厳 しい公 害対策 を さ

せ るか にあ った。 一方,当 時飛 鳥田一雄 市政 は国

か ら根岸 湾へ の原 子力船 の寄港,接 岸 を一切断 っ

た点,市 民 か ら歓 迎 された こと も記憶 に新 しい。

(b)日 本鋼 管 の扇 島移転 計画 と公 害防止 政策

で は次 に1960年 代 の終 り頃,公 害 防止 の横 浜

方式 が注 目された のは,日 本鋼管 ・京浜 製鉄所 移

転計 画問題 で あ った。それ は,1968年 春 頃か ら鉄

鋼業 界 で明 らかに され てい た。 それ は,日 本 の大

手鉄 鋼業 の再 編成 の一環 と して クロー ズ ・ア ップ

され た。1969年3月 に 日本 鋼管 が扇島 の新 造成地
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を埋立 てに よ って,横 浜市 鶴見 区お よび川 崎市 の

両地 区 にあ る高炉 を扇 島の新造成地 に移転 させ た

い とい う申 し入 れを公有水 面埋立法 によ る埋立権

者 に当 る横 浜市長及 び川 崎市長 に対 して行 って き

たので あ る。

1960年 代 にな って横 浜 市 の主要 公 害 防止 対 策

は,大 手電 力会社,日 本石 油精製会 社 に対 す る規

制 を中心 と した もので あ ったが,日 本鋼管 は,横

浜市 と川崎 市 の両地域 に位 置す る。 したが って両

市 の連 帯 と協力 に よる ことが重要 で ある。

両市 は,69年7月,横 浜市 の飛鳥 田市長 の呼 び

か けによ る津 田神奈 川県知事,金 刺 川崎市 長 の三

者 の トップ会談で,こ ん ご首 都圏 にお け る規制市

街地 の あ り方,京 浜 工業地帯 と工業 立地 の問題

広域公 害 の問題 な どを議論 した。三 者 の一致 した

結論 は こうで あ った。

① 日本鋼 管 の扇 島移転 は,公 害 防除 に役 立 っ

のであ ればやむ をえな い もの と考 え られ る。 しか

し,そ の内容,条 件 につ いて は,こ ん ご十分 に検

討 し,結 論 をだす。

② 神奈川県,横 浜市,川 崎市 の三者 が協 力 し

て この問題 に対 処 す る ことと し,扇 島埋立対 策協

議会 で検討 す る。

③ 三者 で京浜工業 地帯 の こん この あ り方 を研

究 す るため,京 浜工業 地帯長 期展望 研究会 を もつ

とい う もので あ る。

その後,公 害反対 の住民運 動 も活 発化 し,三 者

によ る扇 島埋立 対策協議 会 の結論 と して横浜,川

崎両市 の住民 の要望 と低 いお う化 を守 りっ つ,会

社側 に提示 し,そ の内容 は,① 使用燃 料 の低 いお

う化(LNG,灯 油,軽 油など混焼)対 策,② コーク

ス炉 ガスの脱硫 の実施,③ 既 存地 区の ボイ ラーの

扇 島へ の移転。 ④,③ が不可 能 な場 合,既 存地 区

内 にお いて集 中化 を図 る。⑤焼 結炉 の排煙脱 硫 の

実施,⑥ 鉄鋼 石 の産 地 にお いて の焼 結(鉄 鋼業界

として考慮す ること)し,減 量化 す ることな どで あ

る。

会社側 は,9月3日,コ ークス炉 ガスの50%脱

硫,ボ イ ラーの集合化 な どに よ り,0.018PPMに

下 げ るとい う回答 をや っとだ して きた。

この回答 に対 して協議 会 は,将 来 も含 めて検 討
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し,最 終 的 に は,三 者 の トップ会談 にゆだね た。

70年9月17日 トップ会談 において,コ ークス炉

ガ ス の 脱 硫 率 実 効70%,厚 板,熱 延 工 場 へ の

LPGの 導 入,焼 結 炉 排 ガ スの脱硫 の実効50%に

よ って,い お う酸化物 排 出量 を一 時間 当 り650立

方 メー トル以下,複 合着 地濃度0.012ppm以 下 を

提案 し,こ れを 日本鋼 管 に申 し入 れ た ところ,同

社 は これ を受 入 れ た。協 議 会 開 催 依 頼1年2カ

月,実 質 的 に は2年 近 い話 し合 いを続 けた。 これ

を支 え たの は,公 害 に対 す る住民 の意識 の高 ま り

で あ り,さ らにさま ざまな専門家 によ る反公害運

動 によ って協議 会 を支 えた結果 で はないか と思 わ

れ る㈹。

(4)公 害防止 と住民運 動

公害 防止 の横 浜方式 が定 着 した背 景 に は,公 害

反対 の住民運動 が連続 的 に展開 され た ことにあ ろ

う。 この運動 の力量 は,会 社側 の公害防止 へ の反

省 を促 す と同時 に,神 奈川 県,横 浜市,川 崎市 の

それ ぞれ の トップに よる三 者会談 も,前 進 的姿勢

を示 したの は,住 民運 動 の支 えがあ ったか らだ と

もいわ れ て い る。 もち ろん,横 浜 市 の公 害 セ ン

ターの幹 部 や職 員,化 学 の専門家 の努力 も評価 し

たい。

ところで,当 時 の住 民 の公害問題 につ いて の意

識 は,ど の よ うな もので あ ったか。ここに1965年

4月,横 浜市総 務局調査 室 が ま とあた 「工業化 問

題研究 会 ・公害 問題調 査班 の学者 グルー プ(野 口

雄一郎他2名)に よ る 「公 害 問題 に関 す る意 識調

査」結 果 があ る。これ に よる と,「本 牧 ・根 岸湾 の

埋 め立 て に よ って,公 害 問 題 が 心 配 され て い る

が,公 害 につ いて関心 を もって い るか」 とい う問

いにつ いて,中 区 ・磯子 区 の被調査 住民 の73.6%

が関心 を もって い ると答 えて い る。 また公 害 の う

ちで,騒 音 を感 じた ものが,40%で,大 気 汚染 が

15%で あ り,公 害問題 にっいて話合 いを した もの

50%で あ り,公 害 の うちで,一 番恐 ろ しいの は大

気 汚染 で あ ると答 えた ものが85.4%で あ る。公害

防止 にっ いて の 関心 は,市 民 の約80%以 上 で あ

る。 正確 には,「 非常 に関心 が あ る」 が52.2%,

「やや関心 が ある」29.3%で あ り,「 あ ま り関心が

な い」が12.7%,「 ほ とん ど関心 が ない」が7%と

な って い る。 したが って 「関心 が あ り」 は81.5%

とい って よいで あ ろう。と くに年 齢で み る と40～

50才 の男 女 が平 均 して深 い関心 を もって い る。さ

らに公 害防止 の住民運 動 の組 織 は必 要 とい う問 い

に対 して約70%以 上 の住民 が 「必 要性」を望 んで

い るα⑳。

関係 住民 は もとよ り一般市 民 も,共 通 に公害 問

題 に関心 を もち,市 当局 に対 して も,厳 しい防止

策 を望 んで い る。

ここで わた くしは,60年 代 か ら70年 の 日本 の

高度成 長政策 を整理 したい。 それ は,京 浜工業地

帯 にお け る鉄 鋼業,石 油化学 工業 な どの重 化学工

業 の国際競争 力 を強化 す るた めに,高 成長 を優先

し,そ の結果,生 活 の ための社会 資本 の充 実 を後

回 しに し,さ らに公害 を激増 させ た シス テムを も

た ら した。 逆説 的 にい うな らば,60年 代 か ら70

年代 にお け る高成長 は,公 害 を犠牲 に して,は じ

めて可能 で あ った ともいえ る。 もちろん現在 は,

環境優 先 の成 長が,新 しい経 済 ・社会 の システ ム

と して考 え られて い るが,そ れ も国民,市 民,消

費者 の監視 が厳 しけれ ば厳 しい程,そ の実現 性 が

可能 にな るので あ る⑱。

さ らに問題 を進 め よ う。

1960年 代,当 時,日 本 の最 大 の大気 汚染地 区 と

いわれた京浜 工業地帯 の心臓 部 にあた る川 崎市 の

臨海地域 と横 浜市 の鶴 見臨海 地域 は,環 境基 準 の

2倍 以 上 の亜硫 酸 ガ スが検 出 され た。 また降下煤

じん量 も一平方 キ ロ当 り,月30ト ンか ら40ト ン

といわれ た。

1970年8月 の川 崎市 南 部 の大 師 病 院 の公 害 グ

ル ー プ班 の調査 結果 で は,浮 遊 粉 じん の分析 か ら

鉄,コ バ ル ト,ク ロムな どの10種 類 の重金属 が検

出 された。 この地区 の住 民 は,気 管支 ゼ ンソク,

慢 性気管 支炎,肺 気腫,ぜ んそ く様気 管支炎 の い

ずれ かに侵 されて いた とい う。 当時,日 本鋼管 川

崎製鉄所 に隣接 した と池 上地 区 の住民 は,昼 間,

粉 じんが ひど く戸 を閉 めて生活 して い た。 トタ ン

屋根 の住 宅 は,小 さな鉄 粉,白 い粉 が いお うの に

お いにま じって降 る微粒 子 のため ボ ロボ ロであ っ

た。 洗濯物 は,晴 天 の ときで も戸 を開 ける と煤 じ

んが入 って くるので,部 屋 の中 に干 して いた とい
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う。 この地 区 の あ る小学 生 は,昼 間外 で遊 んで い

ると,鉄 粉 が 眼 に入 り,酸 化 鉄 のため,ふ っ うの

ゴ ミのよ うに涙 で流 す こ とがで きず,錆 が角膜 に

入 り,眼 科医 院で,グ ライ ンダーで 目玉 を けず る

治 療 を受 けた とい う。 この地 区 の住 民 は,一 日中

鉄 粉 を浴 び,雨 の 日に は,屋 根 に積 もった鉄粉 が

流 され,路 地 は赤 っぽ い川 にな り,ど の家 の屋根

も赤 土 色 で あ った。 この地 区 の住 民 を訪 ね た と

き,「転居 した くて も,暮 らしが立 た ないので で き

ない」ので あ る。み ん な 「物 言 え ぬ住民 」にな って

しま った。この地 区 に咲 き狂 って い るの は,「毒 を

吸 って も生 き られ る花」キ ョウチ ク トウで あ る。

この地 区の住民 は,こ ん な惨 め な公害 に襲 われ

生 きて い くこ とが困難 な状 況 におか れて い る。

人 間 は,明 らか に兆候 の あ る病 気 に は真剣 に立

ち向か って治 そ うと努 力す るが,じ わ じわ と忍 び

よ って くる病気 に はおのず と我慢 しが ちにな る。

公害 の恐 ろ しさ は,こ の じわ じわ と忍 びよ って く

る病 気 なので あ る。 これ は人災 なので あ り,住 民

の団結 の力で な くす ことが で きる と考 え るよ うに

な る。公 害反対 の住民運 動 は,あ た りまえの人間

生 活 を送 るため に,加 害者 で ある公害 企業 に人 々

に迷惑 をか け る粉 じんや硫黄 酸化物(SO2)な ど

を 出さな いよ うにす る ことで ある。 この ことは簡

単 なよ うで なか なかで きな い もので あ る。住 民 の

英 知 を もった団結 で しか な くす ことが で きない と

い うことが わか って きた。

当時,わ た くしは,こ う考 えた〔19)。この10年 間,

経済学 者 は,高 度成 長政策 の構造分 析 な らびにそ

の矛盾 を究 明 して きた。 だが,ほ とん どの経済学

者 が これ ほどまで公 害問題 が多発性 をお びる こと

を予 測 しなか った。 この点 猛 省 すべ きで は な い

か。1970年9月24日 の 『毎 日新 聞』で,当 時,東

大 の福 田歓一 教授(現 明治学院大教授)は,ペ ンは

力 にな り うるか と して こ う書 いた。

「カ ドミウム,オ キ シダ ン ト,ヘ ドロと危 険が わ

が身 にふ りか か るに及 んで,公 害 は天 井知 らず の

物 価騰貴 を上 回 る政治 問題 に成長 した。 ……心 あ

る経済学 者 が 『住 みよ い 日本』,「恐 るべ き公害』

を書 いて警鐘 を打 った のは,1963～64年 の こ とで

あ る。 … …現状 が どうに もな らな くな って騒 ぎが

お こ ったので あ って,警 告 によ って悪 い事態 が避

け られ たわ けで な く,そ れ はむ しろ学者 のペ ンの

力 の むな しさを なまな ま しく見 せっ けた事例 だか

らで あ る」 と。

当時,わ た くし自身,公 害 問題 につ いてい くつ

か の貧 しい論文 をかいて きた。 だが公害問題 が工

業 地帯,そ の周 辺 だ けで な く,全 国 的 に多発性 を

お びて きたのを み るとき,福 田教授 と同 じく 「ペ

ンの力」の むな しさをま ざまざ と感 じた。1965年

3月 の長期 信用 銀行 が取 引先 企業 の公害 防止 設備

投 資計 画 につ いてア ンケー ト調 査 を した結 果,公

害発生 源 の電 力,鉄 鋼,石 油精 製,化 学,窯 業,

機械,紙 パ ル プな どの大手 企業 で,公 害 防止 の設

備投資 を した のは,全 体 の1.7%で あ り,公 害 防

止投 資 をす る契機 とな ったの は住民 の苦情 によ っ

てであ り,つ ぎに法 律 によ って実施 した とい う。

ここで さ らに触 れて お くと,わ た く し自身公害

との闘 いにか りたて られた のは被 害者住 民 のねば

り強 い運動 に刺激 され,励 まされたか らで あ る。

と くに高度 成長政 策が公害 一環境 破壊 を必然 的 に

生 み だす メカニ ズムを理論 的 にわか って い るに も

かか わ らず,現 実 に公害 を防 止 しえ ない無力 を恥

じたか らで あ る。 それに は住民 と一緒 に な って公

害 防止 の住 民運動 に参加 しないか ぎり,自 分 自身

に対 して も,公 害 に対 して も,真 の闘 い はで きな

い ので はな いか と考 えたか らであ る。 当時宇井 純

氏 が 「公害 は発 生源 で処 理 し,外 へ 出 さない よ う

にす るのが最大 の対策 で あ り,公 害 の専門家 にな

りうるの は住民 しか な い」 とい ったの は名言 で あ

る(20)。

(c)横 浜市 の公害対策 の多様 性

1960年 代 か ら70年 にか けて の横 浜市 の公 害対

策 は,高 度成 長政策 が一方 で所得倍 増 と他方 で公

害 の激増 とい う矛盾 した課 題 を一 自治体 と して受

けて対応 した ことに あ った。 その対 策 は,実 に見

事 で あ り,毎 年,横 浜市 は公害 の実 態 の客観 的科

学 的調査 の結果 と対 策 を含 ん だ報告 書 を公表 して

い る。例 え ば,そ の一部 を 『公 害 との戦 い』(昭 和

48年 版)の 中 に ある問題点 と して整理 して み ると

こ うで あ る。
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「は じめに」の中で,当 時 の助川信 彦公害対策局

長 は こうい って い る。「公害行 政 は,都 市 自治 の主

軸 に位置 すべ き行政 であ って,国 や府 県 などの行

政 の補完 や下 請 けに甘 ん じるべ きで はない。住民

及 び滞在者 の安全 ・健康 ・福祉 の保 持 は,自 治体

の本来 固有 の業務 であ る」 と明快 な態度で望 んで

いる。 さ らに60年 代 か ら70年 代 にか けて の横 浜

市 の公害対策 の ポイ ン トをみ てみよ う。

第1に ヨコハ マ と公害 の概況 の変化 が激 しか っ

た ことであ る⑳。

日本列 島を席巻 した高度成長 の中で,ヨ コハ マ

も大 きな変 貌 を とげた。 この時期,我 々を と りま

く自然 が見 る見 るうちに失 われ,公 害問題 の発生

は全市 にひ ろが るよ うに な ったので あ る。(図1-1,

図1-2,図1-3参 照)

「今 日,異 国情 緒 あふれ る ミナ トマ チの風情 は

片隅 に押 しや られ,美 しい空 も,海 も,川 も,市

民 の手 が奪 い去 られよ うと してい る。戦前か らの

産業公 害 はその規模 を拡大 し,乱 開発 と無秩序 な

都 市 化,人 口の爆 発 的 社会 増 と と もにモ ー タ リ

ゼ ー シ ョ ンは,新 しい都 市公 害 を生 み 出 して い

る。 図1-3の 公害 の苦情件数 の増 大傾 向に表 われ

てい る⑳」

しか も,市 の枢要 部が長 い間米 軍 の接収 にあ っ

たので,住 民 の便益 を増進 す る都 市施設 の整備 は

極端 に立 ちお くれてお り,現 実 は 「だれで も住 み

に くくな る都市 づ くり」 という市 政 の 目標 か ら未

だ遠 いと ころにあ るといわ ざるを得 ない と叙述 し

て いる。(表1-1)

大気 汚染対策 の ため に,い お う酸化物 の実 態,

図1-1人 ロ及び工業製品出荷額の伸び
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〔出所 〕 横 浜市 公害 対策 局 「公 害 との戦 い』,昭 和48年 度2ペ ー ジ。

図1-3苦 情件数の推移
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表1-1各 都市の公共下水道普及率(市 街化区域内処理面積普及率)

(昭和48年3月31日 現在)

都 市

区 分
横浜市 東京都

(区部)
名古屋市 京都市 大阪市 神戸市 札幌市 川崎市 福岡市 北九州市

市 域 面 積
(ha)

42,307 57,709 32,598 si,osi Za,SSo 53,872 111,798 13,617 25,588 46,563

市 街 化
区 域 面 積

(ha)
31,458 56,fi28 30,410 14,881 20,560 2g>77a 22,010 111,954 14,544 17,780

処理区域面積
(ha)

3,146 24,612 11,984 3,984 14,153 4,340
5,584

(3,830)
1,450 1,903 2,881

普 及 率
(%)

10.0 43.5 39.4 26.8 68.8 23.1
25.4

(17.4)
12.1 13.1 16.2

※ 札 幌市 の()内 の数 字 は,告 示 面 積 であ る。

(出所)同 上,2ペ ー ジ。
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降下 ばい じん,窒 素酸化 物,一 酸化炭 素,オ キ シ

ダ ン ト,炭 化水素,浮 遊 粉 じん,重 金 属 な どの実

態 調査 の分析 が な されて い る。 次 に大 気汚 染の発

生 源 につ いて,そ の ほとん どは,鶴 見,神 奈 川 お

よび磯子 に集 中 してい る。 したが って,こ の地域

にお ける公害 企業 に対 す る規 制 を行 い,同 時 に行

政 指導 を実施 した。

1973年 の横 浜 市 公 害 対策 局 編 の 『公 害 との戦

い』において も住民 運動 を評 価 し,「市民 の力 は公

害 問 題 に対 す る市 の無 為無 策 の状 態 を打 ち破 っ

た。 市 の公害 規制権 限 も多少 はひ ろげ られ た。 し

か し,住 民 の権利 が無視 あ るい は軽視 されて きた

長 い100年 の歴史 と,高 度 成長下 の首都 圏拡大 の

10余 年 間 とは,ヨ コハ マの都市構 造 その ものを公

害発 生型 に して しま って い る。 これか らが正念場

だ といわな ければ な らな い」㈱ とい って いる。 当

時 の 白書 は,住 民 運動 を評 価 し,市 独 自の調査 と

政策 の課題 にっ いて も明 らか に して い る。

この時点 か ら序 々に,市 は公 害対策 の行政指 導

の体 制 を整備 しっつ あ った。1961年6月 以降衛 生

局 公衆衛 生課 に公害担 当者 をお いた こと,64年4

月,同 課 に公害 係 を設 置 し,学 者 グル ープの厳 し

い提言 に もとつ いて,同 年12月 には,公 害係 を独

立 した機 能 にす るため に公害 セ ンターを発足 し,

専 門 ベ テ ラ ンが仕 事 に従 事 し,さ らに1971年6

月 に公害 セ ンターを市 民 の ニーズに対 応す るため

に,管 理 課,指 導課,大 気課,水 質課,騒 音課,

公 害 セ ンタ ーを 内容 と して公 害 対 策 局(合 計84

名)を 改造 し,公 害 に係 る健康被 害 の調 査,救 済,

公害被 害者認 定審査会 に関 す る こと(管 理課),公

害対策 の企画,及 び公害防止 の計 画,公 害 防止協

定,公 害統計,広 報,県 公 害防止条 例 の施 行 に係

る連絡 調整(指 導課),大 気 汚染,悪 臭 の測定,施

設等 の管理,大 気 中 の放射 能,大 気 汚染等 の防止

のため の規制,指 導 に関 す る ことな ど(大 気課),

公共 用水域 におけ る水質及 び地盤 沈下 の測定,設

備 の管理,海 水 中 の放射能,水 質汚濁,地 盤沈 下,

土壌 汚染 に係 る公 害問題 の処理 な ど(水 質課),騒

音,振 動 の測 定,測 定機 器等 の規 制,管 理,騒 音,

振動 に係 る公害 問題 に関す る処理(騒 音課),公 害

に関す る調査,研 究 な ど(公 害セ ンター一,さ らに

民 間の諸団 体,専 門家,学 識経験者,市 民 な どで

構成 され る審議会 な どを通 じて,公 害問題 につ い

ての さまざ まな意 見 を聴取 し,公 害行政 に反映 さ

せ る とい うので あ った。

こう した行 政改 革 を通 じて60年 代 の横浜 市 の

公 害対策 を,適 確 に実現 したい とい うので あ る。

現 時点 でみれ ば,中 央政府,す なわ ち当時 の厚生

省,自 治省 か らの集権 的発 想 で,地 域 の公害,環

境 対策 を吸収す るので はな く,地 域 の住 民 の ニー

ズ に,地 方 自治 体 が対 応 す る とい う形 態 を みせ

た。問題 の本質 は,地 域住 民 の公害反対 運動 の力

量 に基 づ いて横 浜市 が公 害行政 を位 置づ けた点 を

評 価 したい。わ た くしは,地 方分権 の問題 提起 を,

この時 点で,横 浜市 は,明 確 に表現 したのだ と思

う。 わ た く しは,地 方 分権 とは,本 質 的 に は,中

央集権 的行財政 制度 を根本 的 に改革 す る ことにあ

る と記 してお く。 中央 政府 は,こ の点か ら3割 自

治 を7割 自治 に転換 すべ きだ と思 った。 そ うす れ

ば,横 浜市 の福 祉,教 育,環 境 な どの諸施策,政

策 に財 政的保証 を可能 に しえ た と思 う。

1960年 代 か ら70年 代 にか けて の多彩 な公 害対

策 の中 で,公 害 発 生 源 の規 制 はユ ニ ー クで あ っ

た。前述 の 『公害 との戦 い』で は控 え 目で あ るが,

公害 防止協 定 によ る大規模 発生源 の規制 は,他 の

工業地 帯 にお け る大手公害 関係企業 に対 す る公害

対策 よ りは,は るか に進 んで いた し,全 国 の市民

団体,学 識 者 か ら評価 され た。

横 浜市 は,1964年 に電 源開発株 式会社 と公害 防

止協 定 を結 ん で以 来,1974年 まで に,人 工場 を巾

心 に,法 令 によ る規制 の外 に 「協 定」 に よ る指 導

を工場 の実 情 に応 じて実施 したので あ る。

1970年 代 に入 って の特徴 は,大 気汚 染対策 と し

て,重 油 の低 いお う化 ・ガスまた は灯 油へ の燃 料

転 換 ・脱硫装 置の設 置等 によ るいお う酸 化物排 出

量 の低下,加 熱 炉等 か らのばい じん排 出量 の低 下

(法令基準の半分以下)等 が あ り,水 質 汚濁対 策 と

して は,有 害物 質 の排 出禁止,排 水水 量 の削 減,

汚濁負 荷量 の削 減 な らびに生物 によ る排水量 の監

視 等 で あ る。 ま た市 との 協 定 を違 反 した場 合 に

は,操 業停止 を させ る ことがで きるこ ととな って

い る。 この コ ンセプ トは,一 貫 して市 民 自治 の公
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表2公 害防止協定の締結状況(1964～74年 まで)

協定の相手方 相 手 方 の業 種
別

進出 ・既設
の 別 締結年月日 協 定 の 主 要 な 内 容

電源開発㈱ 石炭 専燃 火力発電所建設 に伴 う協定,集 じん
磯子火力1号 機 電 気 業 進 出 39.12.1 機 の設置,使 用石炭 の指定,排 煙条件,立 入

検査,代 執行

日本石油精製㈱ 潤滑油製造装置の建設
根岸製油所第1期 石 油 精 製 業 進 出 40.1.13 燃料 の指定,排 煙 条件 の指定,既 設装 置の

改善

東京瓦斯㈱ ナフサ,LPGに よ るガ スの製 造
根岸工場第1期 ・ ガ ス 業 進 出 40.5.13

第2期

東京電力㈱ 6号 機の増設
横浜火力発電所 電 気 業 既設(増 設) 40.8.18 煙突の更新(5本 →2本)

排煙条件の指定

出光興産㈱ 研究所の建設
池辺研究所 石 油 精 製 業 進 出 41.9.6 排水の規制

都市計画関連の規制

三菱化成工業㈱
鴨志田研究所

有機化学工業製
品 製 造 業 進 出 42.7.7 研究所の建設

排水の規制

東京電力㈱ LNG専 焼火力発電所の建設
南 横 浜 火 力1・2 電 気 業 進 出 42.7.24 排煙条件の指定
号機

東京瓦斯㈱ ナフサ,LPGに よるガスの製造装 置の建設及
根岸工場第3期 ガ ス 業 進 出 42.7.24 びLNGタ ンク基地の建設

防災

電源開発㈱
磯子火力2号 機 電 気 業 進 出 42.7.25

日本石油精製㈱ 石油精製 プラントの増設
根岸製油所第2期
及び計画変更 石 油 精 製 業 進 出 42.10.25

42.11.2
排 煙 条 件,使 用 燃 料 の指 定,工 場 内 の緑 地
(330,000m2)
排水の指定

アジア石油㈱
横浜工場

石 油 精 製 業 既設(増 設) 43.11.22 石油精 製 プ ラン トの増 設
複 合着地 濃度 の0.Olppmの 指定

東京ガス㈱ ガス製造装置の増設
根岸工場第4期 ガ ス 業 進 出 44.5.24 既設装置を含んで0.01ppm以 内に複合着地濃度

を規制

日本石油精製㈱
第3期 石 油 精 製 業 進 出 44.7.18 石油精製 プラン トの増設

同上のための排煙条件及 び燃料の変更

目本石油㈱研究所 石 油 精 製 業
そ の 他 進 出 44.7.18

研究所の建設

日本石油精製㈱ 第3期 増設計画の一部変更
根岸製油所第3期 石 油 精 製 業 進 出 44.9.25 既設装置の燃料の変更
変更 (1%～0.5%)

東京電力㈱ LNG火 力 の増設
南横浜火力第3号機 電 気 業 既設(増 設) 45.5.20 防災設備の完備

(肇聚 驕 鹸 裁 爺い力樫 素化合物対)
東京瓦斯㈱ ナフサ分解装置の増設に伴 う公害対策
根岸工場第5期 増 ガ ス 業 既設(増 設) 45.5.19
設
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協定の相手方 相 手 方 の
業 種 別

進出 ・既設
の 別 締結年月日 協 定 の 主 要 な 内 容

日本鋼管㈱
京浜製鉄所 製鉄,製 鋼

および圧延業 既設(移 転) 45.12.25
燃料規制(平 均0.65%)
全地域 の複合着地濃度0.012ppmの ためLNG
の使用及 び焼結の排煙脱硫粉 じん対策

東京瓦斯㈱
鶴見工場 ・横浜工
場

ガ ス 業 既設(改 築) 46.3.25
複合着地濃度(両 工場で)a.aippm以 下,汚
水の高級処理,粉 じん対策

東京瓦斯㈱
根岸工場第5期 変
更

ガ ス 業 既設(変 更) 46.4.1
ガス貯蔵装置の変更
防災対策

東京瓦斯㈱
根岸工場第6期 ガ ス 業 既設 く増設) 46.5.17

ナフサ分解装置増設に対す る公害防止策
いお う酸化物の総量規制
(増設 して も絶対量を増加 させない)

昭和炭酸㈱
横浜工場

その他製造業 進 出 46.8.25 騒音及び排水対策

日本石油精製㈱
横浜製油所 石 油 精 製 業 既 設 46.ld.21

いお う酸化物の複合着地濃度規制(0.01ppm)

排水対策
悪臭防止対策(FCCの 水素化精製)

ア ジア石油㈱
横浜工場

石 油 精 製 業 既設(変 更) 46.11.11 排 煙脱 硫
(43.11.22協 定 内容 の変 更)

三井東圧㈱
大船工業所総合研
究所

有機化学工業
製 品 製 造 業 既設及ひ進出 46.ll.15

燃料規制
騒音防止対策

東京電力㈱
横浜火力発電所 電 気 業 既 設 47.1.24 低 いお う化

(先の協定の改正)

電源開発㈱
磯子火力発電所 電 気 業 既 設 47.2.15 低 いお う化

(先の協定の改正)

旭硝子㈱
京浜工場 硝 子 製 造 業 既 設 47.5

排煙脱硫,低 いお う化

味の素㈱
横浜工場 植物湖旨製造業 既 設 47.11.14 低いおう化

排水負荷量削減

日産自動車㈱
横浜地区工場 自動車製造業 既 設 48.3.12 低 いお う化

日本鋼管㈱
京浜製鉄所 製 鉄 業 既設(移 転) 48.8.13 改定

千代田化工建設㈱
子安研究所 研 究 所 新 設 48.10.23 排煙脱硫

排水の3次 処理

日産自動車㈱
横浜地区工場 自動車製造業 既 設 49.1.28 排水の3次 処理

日東化学工業㈱
横浜工場

石 油 化 学
製 品 製造 業

既 設 49.1.31 排水の3次 処理

菱和化成㈱ 石 油 化 学
製 品 製造 業 既 設 49.1.31 排水の3次 処理

〔出 所〕 横 浜市 公 害対 策局 『公害 との戦 い』,1973年96～8ペ ー ジよ り作成 。

害 防止 へ の主 体的姿勢 の表 われで あ り,ま た企業

も協 力 し,対 応 した ことを評価 したい。 な お,別

表(表2)は 公害 防止 協定 の締結状 況 であ る。

(d)住 民 と自治体 と企 業
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1960年 代,全 国 の主 要地帯 の都市 にお いて,高

度成 長 の進 行 の中で,さ まざまな住民運 動 が起 っ

た。 京浜地 区 にお いて も,公 共料金 値上 げ反対住

民運動,税 外 負担反 対住民 運動,物 価値上 反対運

動,基 地反対 住民運 動,貨 物線反対 住民運 動,公

害反対 住民運 動,埋 立反対 住民運動 な ど数 限 りな

くお こ って いた。 こ うした運 動 の性 格 を検 討 して

み ると⑫む,第 一 に上 か らの意志決 定 の問題 が あ る。

一・方 で は
,中 央 政府 の 日本列 島改造 計画 の あ り方

が,下 か らの地 域住民 のニ ーズを吸 収せ ず,他 方

で,日 本 の中央 集権型 行財政 の構造 の もとで,上

か らの成 長至上 主義 に よ る地域 開発 を優先 した こ

とによ って,住 民運動 が起 って い る。 どの運 動 を

っ きっ めて みて も,日 本 の政策 決定過程 が透 明性

を示 して いない と ころ にあ る。 この ことは,日 本

特 有 の政治 シス テムに も原因 が あ る。政 治 は住 民

の ニー ズに対応 す る システムにな ってい ない点 に

あ る。 イギ リスや フラ ンスにお いて は,中 央政府

は,地 方 自治体 と住民 と企 業 のニ ーズに よ って,

地域 開発 の あ り方 を決 あ,そ れぞれ の同意 の もと

にま ちづ くりを仕上 げ,遊 び場 公園,学 校,病

院,商 業地,工 業地 などを決 めてい く。下 か らの

工業化 に もとつ く都市 化 を進 め,政 府が予 算化 す

る方式 を取 って い るので,日 本型公 害反対 の住民

運 動 は起 らなか った。

日本 の場 合 は,60年 代 の高 度成長 政策 の都市 化

を進行 させ,住 民 の多面 的要求 に政 治が対応 しえ

な くな ったか らで あ る。

第2は 政 治 システ ムだ けで,従 来 の行政制度 の

問題 にあ る。政治 の立 ちお くれだ けでな く,日 本

的行 政 のあ り方 も問 われ,新 しい住民 の ニー ズに

行政 も対応 で きな くな った点 にあ る。

中央 政府 も地方 自治体 も,ま ず は じめ に問題 が

生 じた場 合,行 政 に対 応 で き るか ど うか を 考 え

る。その基 準 は,「 法令 」で あ る。 と くに当時 の公

害問題 や交通公 害 な どの問題 は,い っ生命 や生活

を脅 か され るか わか らない とい う不安 をか りたて

て い る。 だ がそ う した問題 は 「法令」 にな いか ら

対 応で きな い とい う。住 民 の生 命や生 活 が脅 され

て いるので住民 は立 ち上 が る。「法令」にない こと

が次 々にお こる。 自治体 の仕事 は,こ うした住 民

の意 見 を きき 「法令」 にない ことで も,政 策的 に

対応 す る ことが重要 な のであ る。横 浜市 の公害対

策 は,住 民 の ニー ズ吸収 し,加 害者 に問題 をぶ っ

つ けて,問 題 解 決 の た め政 治 的,行 政 的 解 決 を

図 って い く手 法 を採用 した。 住民 の要 求 に出発点

を おいて,「 法令」に代 わ る 「協 定」を作 って い く。

公 害 問題 につ いて も,従 来,全 国一律 に,住 民 の

健 康 や生 命 に役立 たない よ うな基準 を作 るので は

な く,直 接 住民 の健康 や生命 を ど う した ら真剣 に

守 れ るか とい う視 点 に立 って,新 しい基 準 を考 え

るべ きであ り,そ れ に もとつ いた公害対 策 をて る

べ きで あ ろ う。例 え ば,大 気汚染 につ いて の排 ガ

ス規 制,い わ ゆ る環 境基準 を厳 しく設定 す る こと

によ って住民 の健康 を守 るたあの法律 は新 しい法

令 で ある。大 気汚染物 質 に は,一 酸化炭素,硫 黄

酸化 物,窒 素 酸化物(NO),炭 化水 素,鉛 化合物,

硫酸 ミス ト,有 機塩素 化合 物,過 酸 化物,重 金属,

な どが あげ られ,こ れ らがば い煙,浮 遊粒子 状物

質排気 ガス とな って大 気 を汚 染 して いるので,こ

の大気 防止対策 と してで きた法律 が大 気汚染 防止

法で あ る。 こ うした法律 を作 る ことに よ って住 民

の健康 と生命 を守 ること とな る。 住民 のニー ズに

立 った 「法律」 を作 るに は,か な りの時間 がかか

る。

大 気汚 染を防止 す ることは,人 間 に と って も,

企業 に とって も大切 で あ る。 当時 の京浜 工業地帯

は,公 害 関係 の大手 企業 中心 の行 政が な され,住

民 の ニー ズを犠牲 に したので あ る。 だか ら,こ う

した状況 の反 省 と して,自 治体 は,住 民 の生 活 中

心 の地域社会 を創造 す ることにあ った。住民,自

治体,企 業 が それぞれ の地域 社会,つ ま り文 化 と

環境 を中心 に した街 づ くりの ため に,役 割分 担 を

してい くことで はないで あろ うか。

第3に,住 民 運動 は地 域 エ ゴイ ズム とい って批

判 す る人 が いたが,そ れ は,地 域社会 のあ り方 を

ふ まえた小集団 の 「自己」 中心主 義,反 対一点 ば

りの思 想 と して受 け止 あた か らで あ ろ う。 本 来

は,自 治体 も,企 業 も,地 域 エ ゴイズ ム と して受

け止 あ るので はな く,そ の問題提 起 を吸 収 し,自

らも自治 と連 帯 と共 創 の エスプ リを もって まちづ

く りの中 に位 置 づ け るべ きで あ ろ う。 わ た く し
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は,か って こ う書 いた。「70年 代 こそ,住 民 の立 場

に立 った公害行 政,福 祉行政 が実 を結 ぶ よ う,住

民 参加 の 自治体,国 民 参加 の中央政府 が,実 現す

るよ う,み ず か らの問題 と して考 えて い きた い も

ので あ る轡 と。今 日,横 浜市 は,住 民 本位 の行政

を主体 的 に実 現 し,自 治体,企 業 の各役割 分担 を

明 らか に しつっ,ま ちづ くりを懸命 に して いる と

思 う。ここで は60年 代 の横浜市 の公害 行政,環 境

行政 を,住 民,自 治 体,企 業 のそれぞ れの役割 の

違 いをふ まえて いか に展 開す るかに あ った。 さ ら

に,90年 代 は,た えず,60年 代,70年 代,80年

代 の環境 行政 の実績 をふ まえて,行 政 の 自己点検

と自己評価,相 互点 検 と相互 評価 を通 じて環境政

策 を創造 的 に展開 すべ きで はなか ろ うか。
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あ り,こ こ で は10年 ～12年 の 範 囲 で そ れ ぞ

れ の 時 期 の 公 害 ・環 境 政 策 の 特 徴 を 概 括 的

に 叙 述 す る こ と に し た い 。

(3)第4の 課 題 は 第3の 課 題 と の 連 続 性 と 対 局

的 開 示 性 を 伴 う の で,本 研 究 ノ ー トで は,割

愛 せ ざ る を え な い 。1999年 度 の 研 究 継 続 の

課 題 と し た い 。

(4)K,E.Boulding,"TheEconomicsof

ComingSpaceshipEarth"inJarnet,Henry

(Ed),EnvironmentalQualityinaGrow-

ingEconomy(Baltimore:JohnsHopkins

UniversityPress,1966),9.

ミ シ ン ガ ン 大 学 の 経 済 学 者 は,こ の 論 文

で,開 か れ た 「カ ウ ボ ー イ の 経 済 と資 源 維 持

に 関 心 を お い た 未 来 の 宇 宙 飛 行 士 の 経 済 と

が 比 較 さ れ,経 済 が う ま く い く か ど う か は 生

産 と 消 費 で な く全 資 本 蓄 積 の 性 質,中 身 に あ

る 」 と い っ て い る 。

(5)D.H.Meadows,L.M.Dennis,R.Jorgen,W.

B.William,TheLimitstoGrowth,New

York,1972.BeyondtheLimits,Confront-

ingGlobalcollapse,EnvisioningaSus-

tainableFuture,ド ネ ラ ・H.メ ド ウ ス 他,松

橋 隆 治 ・村 井 昌 子 訳 『限 界 を 越 え て:生 き る

た め の 選 択 』 ダ イ ヤ モ ン ド社,1992年 。

(6)CouncilonEnvironmentalQuality,the

global2000ReporttothePresidentEnter-

ingtheTwenty-FirstCentury,1982.

C7)1.McCormick,TheGlobalEnvironmental

Movement,1995.石 弘 之,山 口 祐 司 訳,『 地

球 環 境 運 動 史 』 岩 波 書 店,1998年.

{8)R.Carson,SilentSpring,1962.Boston.レ ー

チ ェ ル ・カ ー ソ ン 『沈 黙 の 春 』 青 樹 簗 一 訳,

新 潮 社,1964.

(9)J.McCormick,ibid,石,山 口訳56～57ペ ー

ジ。

(10同 上,64ペ ージ

(11)横 浜市 『横浜環境管理計画』1998年,神 奈川

県 『か ながわ環境 白書』1997年 。清水嘉 治

「21世紀 に向けて一環境行政の課題 と新たな

政策展開の方向」神奈川県環境部 『環境行政

のあゆみ』平成3年,ぎ ょうせい,第3部,

417～448ペ ー ジ。横浜市 『横浜環境 白書』平

成9年 版。

働 経企庁 『経済 自立五 ヶ年計 画』(1955年12

月),『 新長期経済計画』(1957年12月),こ

のあと 『国民所得倍増計画』(1960年12月)

が刊行 された。これ らの計画の中味 は中央集

権型行財政計画 の思想 に彩 どられ,そ こには

成長優先主義 に もとつ く地域 開発計画 が位

置づけ られた。さらにより発展 させた形で作

られたのが 『経済社会発展計画』(1967年3

月)で あ り,こ のあと 『新全国総合開発計画』

(1969年5月,い わゆる 『新全総』)と して結

実 した。日本列島の旧工業地帯を軸に,そ の

周辺地域に重化学工業 を配置 し,内 陸部に機

械,電 機,半 導体などの産業を配置 し,全 国

の交通体系,主 要幹線道路のネ ットワーク,

鉄 とコンク リー トによる構築 電力,ガ スの

供給体制 っま り巨大工業群 の社会資本投資

計画 と,都 市需要 の生活のための社会資本投

資計画 のア ンバ ランスな体系 を軸 に推進 さ

れた点 にその特徴性があった。清水嘉治 「地

域政策の展開 と生活環境」『ジュ リス ト』(有

斐閣,1971年10月 特集号)そ の他,産 業構

造審議会編 『70年代の通商産業政策』,1971

年,経 済構造審議会,社 会資本研究会編 「こ

れか らの社会資本』1970年 。

⑬ この時点の横浜市 の過去 と現状 をふ まえて

未来 を明 らか に したユニー クな レポー トが

「横浜市民生活白書』(1966年)で あ った。こ

の 『白書」は,全 国の自治体に対 して,大 き

な刺激を与えた。この 『白書』は自治体のあ

り方をわか りやす く示 したか らである。

個 根岸 ・本牧地区公害 問題調査 グループ 『根

岸 ・本牧地域 の公害問題 にっいて」(横 浜市

総務局調査室)昭 和39=1964年7月14日,
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参照。この資料の一部は,本 研究 ノー トの終

りに補足主要参考資料 として付加 した。初期

の公害対策 がいか に重要で あるかの見本 を

示 した。旧市政 はすでに本牧の根岸工業地域

を埋め立て ることを国 と進 出企業に約束 し

て しまった。そのあと飛鳥田一雄革新市政が

全力を投球 して,市 民 とともに,進 出企業に

対 して,公 害 防止協定 を結 んだ。 この こと

は,画 期的な事であ った。 当時,全 国の自治

体 を勇気づけた。その後,こ の市長 は,,直 接

民主主義の手法 を確立す るため に精 力的 に

市民に訴 え,原 則 として議会制民主主議の も

とで,市 民参加の市政を実現 した。

とくに市民の市政参加行政は,見 事なもの

であ り,市 民に支持された。

なお高度成長政策を推進 した政府 も,1967

年 には 「公害対策基本法」を制定せ ざるをえ

な くな った。だが,工 業地帯 の主要 自治体

は,不 満であった。「基本法」は産業の発展を

優先 させ,そ のあと,生 活環境 との調和をは

か るというものであ ったか らである。その

後,公 害 は各地 にひろが った。三島市,沼 津

市,清 水市などでは臨海部への発電所,工 場

の立地 は,公 害反対の住民運動の力で中止 に

なった。

1969年 東京都で は美濃部亮吉都政の下で,

東京都公害防止条例を作成 した。 この条例

は,都 民が健康で良好な生活環境 の下で生活

する権利を認めるとともに,公 害発生源の企

業 に対 しては,公 害防止協定を義務づけた。

これはすで に横浜方式か ら学んだ ものと考

えられた。

全国的には,公 害事件が住民によって訴え

られた。熊本県および新潟県で発生 したあの

許せない水俣病,富 山県のイタイイタイ病事

件であった。いずれ も公害発生 を防止 し行政

と企業 にその責任を求 めた事件である。それ

は四大公害訴訟,す なわち1967年6月12日

提訴 した新潟水俣病訴訟,1967年9月1日

提訴 した四 日市 ゼ ンソク病訴訟,1968年3

月9日 提訴 した富 山イ タイイタイ病訴訟,

1969年6月14日 提訴にふみきった熊本水俣

病訴訟などであった。それは,多 くの国民か

ら支持された。71年,72年,原 告勝訴の判決

が相次いで発表 され,加 害者企業の責任が明

確化された。

こうした全国的規模で,訴 訟の方式で公害

防止の住民運動が展開されたのは,公 害企業

の社会的責任 と2度 と発生 させて はな らな

いという被害者住民 の意思の表明であった。

1972年7月 の四 日市公害裁判の判決 は関

係企業 によ る大気汚染 のような一般的公害

について も裁判官 は,被 害者救済が行われ る

べ きであると決定 した。このことの意義 は大

きかった。なぜなら,被 害者救済制度が,法

的に,制 度的に確立 し,生 活保障を担保する

方向に進んだか らである。

横浜市の公害防止協定 も,全 国的な住民の

反公害 の関心 と支持があったことも大 きい。

横浜市において も,住 民の環境権 を考えるよ

うになった。

なお,公 害反対運動 もいずれ客観的に総括

す る必要があるだろ う。この日本では国民的

認識にはなっていないか らである。

(15)こ の辺の事情 は,横 浜市環境保全局編集 の

『公害対策局か ら環境保全局へ20年 の あゆ

み」平成3年11月 刊 に詳 しく書かれている。

当時の宮之原隆局長 は,同 書の 「は じめ

に」で こう述べている。

「近時の公害問題 は,産 業公害か ら都市生

活型公害へと転換 し,さ らに生活水準の向上

に伴 って,人 々はより快適 な環境や 自然との

触れ合いなど,ゆ とりと安 らぎのある生活を

希求するようになってきてお ります。

また廃棄物 の適正処理や地球規模 まで拡

が った環境問題への対応が環境部局に求 め

られており,こ のたび,こ のような社会的要

請 のもとに公害対策局の機構 を発展強化 し,

環境保全局 として新たなスター トをす る運

びになったものであります」なぜ公害対策局

か ら環境保全局 へ転換 したか も明 らかに し

ている。地球環境危機にいかに対応 してい く

かという問題意識がその背景にある。

また,初 代局長助川信彦氏 は,「泣 く子 も

黙 る公害 セ ンター」のことを こう伝 えて い

る。当時,「法的な権限は,何 ひとっ無か った
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が,公 害発 生源 企業 に対 して,市 民運 動 の支

持 を受 けなが ら,か な り,強 力 な行 政指導 を

押 し通 した こと も しば しば あ った。… …わが

陣営 は,一 糸乱 れず 隙 を見 せ るこ とが無 か っ

た」 と。 ま さ に天 晴 れ で あ った と評 価 した

いo

(16)清 水嘉 治 ・猿 田勝美 ・富 山和夫 『京 浜公害 地

帯 」新評 論,1971年,本 書 にお け る猿 田勝 美

論 文 「地 方 自治体 の公害 対策 」 同書95～164

ペ ー ジを参 照 され た い。神 奈川新 聞 『京浜 工

業 地帯 』,神 奈 川新 聞社,1972年12月17日,

136ペ ー ジ。

㈲ 横 浜市総 務局 調査 室 『公 害 問題 に関 す る意識

調 査』1965年4月.

(18)横 浜市公 害対 策局 「公害 との戦 い』1973年,

助川 信彦 「根岸 ・本 牧工 業地 区 にお け る火力

発 電所 立地 問 題 に と もな う公 害 問題 の経 過」

『調 査季 報』6号,横 浜市総 務局調 査 室,1965

年.

(19)拙 著 「現 代 日本 の経 済政 策 と公害』汐文 社。

1973年,第1部 第4章 「高度経 済成 長政 策 と

京浜 工業 地帯」83～108ペ ー ジ参 照,80年 代

後半 にな って高 度成 長 を 「史 的」に把握 した

の は安場保 吉,猪 木 武徳 編 『高度 成長 』岩波

書 店,1989年 。 この本 は住民 運動,市 民 参加

の問題 意識 を欠 落 させ て いる。

¢① 前 掲書 『京 浜公 害地帯 』216ペ ー ジ。

⑳ 横 浜 市 『公 害 との 戦 い』 昭 和48年2～3

ペ ー ジ。清 水嘉治 「環 境政 策 の現 状 と問題 」

「都市 問題』(東 京 市政調 査会)1977年3月 号

15～26ペ ー ジ。

(22)同 上,2ペ ー ジ。

㈱ 同上,114ペ ー ジ,124ペ ー ジ,2ペ ー ジ。

⑳ 前 掲書,『 京 浜 公害地 帯』1971年 。「住民 運動

の意義 と課題 」234～240ペ ー ジ。

助川信 彦 「環境 の危機 と住 民運動 」 『環境

問 題 と 自治 体 」刀 水 書 房1991年 。73～78

ペ ー ジ。

X25)清 水,猿 田,富 山編 『京 浜公害 地帯』1971年

240ペ ー ジ。 なお,最 近,55年 体制 下 の政策

意 思 決定 に メ スを入 れ た文献 と して佐 竹 五

六 『体験 的官 僚論 』1998年(有 斐閣)が あ る。

参 照 され た い。

以 下 関連文 献 をあ げて お く。

N.E.Londell,蔽 岡小 太郎 訳 『高度 福祉 国家 の公

害』 鹿 島出版 会,1972年.

F.R.Anderson,NEPAintheGreatEnviron-

mentalLawInstitute,1973.

清 水 嘉 治 『日本 の経 済 政 策 を考 え る」 新 評 論,

1972.

W,K.Kapp,TheSocialCostsofPrivateEnter-

prise,1950.Cambridge.K.W.カ ップ篠原 泰三

訳 「私 的企 業 と社 会 的費用:現 代資本 主義 にお

け る公 害 問題』1959年7月,岩 波 書店.

戒能 通孝編 『環境破 壊』 東洋 経済,1971.

松 原 治 郎 ・似 田 見香 衛 門編 『住 民 運 動 の 論 理』

1976年 「社会 ・経 済 動 向 との 関 わ りで 捉 え た

現 代 公 実 ・環 境 年 史 一1965～1990年 の 軌 跡 」

『公 害 と対 策」1991年11月 号,1970年 代 ～87年 ま

で の文献 につ いて は,次 の ものを参考 に した。

横 浜 市総 務 局 調 査 室 『公 害 問題 に関 す る意 識 調

査 』1965年.

『横浜 市 にお け る光化 学 スモ ッグ発生 状況 」(横 浜

市 公害対 策局)1973年 度.

「大都 市 にお け る 自動車 問題 に関 す る調査 研 究』

(関 西情 報 セ ンター)1974年 度.

『環境 アセ スメ ン ト報 告書 』(八 千 代 エ ンジニヤ リ

ング株式 会社)1975年 度.

『京浜工 業地 帯公 害年 表』昭和30～44年,45～47

年,昭 和48年,昭 和49～50年,横 浜市 立大学

経 済 研究所

「光 化 学 大 気 汚 染 の現 状 と対 策」(神 奈 川 県環 境

部)1977年 度

『横 浜市 公害研 究所 報』(横 浜 市公 害研 究所)1977

年 度.

『公 害 との戦 い」(横 浜市 公害 対策 局)1977年 度,

『横 浜市民 の生 活構 造』(横 浜市 企 画調整 局都 市科

学 研究 室)1977年 度.

『大気 汚染 調査 研究報 告(第19報)』(神 奈川 県環

境 部)1977年 度.

「統計 で知 るかなが わ」(神 奈川 県)1978年 度,

『第2回 国 際 交 通 シ ンポ ジ ウ ム」(朝 日新 聞 社)

1978年 度.

『横浜 市公 害研究 所報 」(横 浜市 公害研 究所)1978

年度.

『神奈 川県地 域公 害防 止計 画』(神 奈川 県)1978年



横浜市における環境政策の史的,構 造的研究 3i

度.

『公害 との戦い』(横浜市公害対策局)1978～82年

度.

「1980年 代 へ の物 流課 題』(運 輸経 済研 究 セ ン

ター)1978年 度

『横浜市公害研究所報(第2号)』(横 浜市公害研

究所)1978年 度.

『大気汚染調査研究報告(第20報)」(神 奈川県環

境部)1978年 度.

『都市の経済構造 と都市問題』(横浜市立大学経済

研究所)1978年 度.

『光化 学大気汚染 の現状 と対策』(神 奈川県環境

部)1979年 度.

『横浜市 における自動車公害に関す る基礎研究」

(横浜市公害研究所)1979年 度.

『神奈川県における社寺林の植物社会学的調査 ・

研究』(神 奈川県教育委員会)1979年 度.

『産業 と環境」(通 産資料調査会)1979年 度各号,

『大気汚染調査研究報告(第21報)』(神 奈川県環

境部)1979年 度.

『自動車公害に関する意識調査」(横浜市公害研究

所)1979年 度.

『環境基本情報 モデル作成調査報告書』(神 奈川

県)1979年 度.

「統計で知 るかながわ』(神 奈川県)1980年 度,

「市内の貨物の流れ』(み なと経済振興懇談会研究

第一 グループ)1980年 度.

『地域闘争』(ロ シナ ンテ社)1980年 各月号,

『沿道環境整備対策のための基礎調査書』(横浜市

公害研究所)1980年 度.

『大気汚染調査研究報告(第22報)』(神 奈川県環

環部)1980年 度.

『横浜市公害研究所報(第5号)』(横 浜市公害研

究所)1980年 度.

「神奈川県 の緑 の実態調査』(神 奈川県)1981年

度.

『よこはま21世 紀 プラン(新 総合計画原案)』(横

浜市)1981年 度.

『公害研究」(岩 波書店発行)1981年 度.

「産業 と環境』(通産資料調査会)1981～5年 各号.

『第5回 公害セ ミナー公募論文集(よ こはまに自

然 を もとめて)』(横 浜市公害研究 所)1981

年.

『光化学大気汚染の現状 と対策」(神 奈川県環境

部)1982年 度.

「都市自然研究会資料』(都市 自然研究会)1982年

度.

『大気汚染調査研究報告』(神 奈川県環境部)1983

年度

『公害研究』(岩 波書店)1983～5年 各号.

『国 際 シンポ ジウムー都市 と道路一」(朝 日新聞

社)1979年.

『現代 日本の交通問題」(『ジエ リス ト』 増刊総合

特集1975,12,No.2,有 斐閣).

横浜市環境政策研究会(代 表,清 水嘉治)編,

「横浜市における自動車公害 に関す る基礎研究」

(横浜市公害研究所,1978年).

横浜市 自動車問題研究会(代 表,清 水嘉治),『 地

域交通環境 とまちづ くり』(同 上,1981年).

「横浜 「都市自然」行動計画」(横 浜公害研究所)

1983年.

横浜市 自動車公害対策部会(部 会長,清 水嘉治)

編,『 横浜市 における自動車公害対策 の基本的

あ り方 に つ い て(報 告)』1985年9月27日,

(横浜市公害対策局).

清水嘉治 「地域環境政策の展開」『経済貿易研究』

(神大)12・13号1987年3月.

なお横浜市公害対策局編の 『公害 との戦 い』昭和

51年 ～57年 および 「横浜環境白書』昭和58年 ～63

年,平 成1年 ～9年(平 成3年 環境保全局編 になる)

が参考 になる。
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O補 足主要参考資料

1.「根岸 ・本牧臨海工業地帯に関する公害問題」に

ついての原資料の一部

「根岸 ・本牧工業地域の公害問題について」(1964

年7月)(根 岸 ・本牧地区 に公害問題調査 グルー

プ主査,野 口雄一郎(当 時武蔵大学教授,前 九大

教授),山 本幹夫(当 時順天堂大学教授),清 水嘉

治(当 時関東学院大助教授,現 神奈川大教授),桜

井毅(当 時武蔵大助教授,現 同大学長),こ のグ

ループが横浜市総務局調査室 か ら調査 とそれ に

もとつ く対策の立案 を依頼 された もので,1960

年代 当時公害関係企業に対す る科学的提言 と し

て,大 きな学問的反響をよんだ。今 日,こ の資料

を入手で きないので,こ のたびその一部を抜粋 し

て掲載す ることに した。全体の構成は次の目次か

らなっている。

1は しがき

II自 然的 ・社会的条件

皿 工場進出の現状 と問題点

IV公 害問題の現状

V公 害問題 の将来

VI公 害行政の現状 と問題点

唖 公害行政 の現状 と問題点

皿 市民の健康管理体制

D(工 業化および公害にたいする市民の動向

X公 害対策に関する提言

貴重な資料であ るので皿 とIVの 一部 を原文の

まま紹介 し,Xは 本文でも紹介 し分析 した。ご批

判を頂きたい。

皿 工場進出の現状と問題点

㈱ 横浜市における工場誘致政策

もともと横浜市は,既 成開発地域 に属 し,首 都圏

整備の点か らみれば,工 場の分散 と緑地帯 として指

定されていた。にもかかわ らず,市 当局 は工業力基

盤強化政策 として,根 岸湾本牧岬の埋立事業 をおこ

な った。根岸湾第一期工事の完成 に当って,旧 市政

は,① 民間資本 と地方財政の連けい,② 漁業権放棄

と工業地帯の造成,③ 国鉄新幹線計画 を うちだ し

た。ここで もわかるように企業誘致のために,市 財

政力の主力投入 とい う考え方が前面にでていた。

したがって埋立事業 にあた って問題になるのは,

第一 に予納金方式 により,公 有水面に対する国の所

有権,市 の管理権を企業に無償で渡 したといわれて

いる。

第2に はT市 当局 は ・市民の自治原則 を無視 して

企業 との契約条項 の決定 にあた って市長 の専決権

を行使 した点である。第3に は,公 害問題について

は十分な配慮を しなかったといわれている。

こうして,根 岸 ・本牧埋立 は,市 の不利な条件の

もとにすすめられた。そもそ も,景 勝地,住 宅地,

商業地を背後 にもっ根岸湾 ・本牧岬 の埋立 が誤 っ

ていたのであった。この点 は,こ んこの都市計画の

ための厳 しい反省 としなければな らないであろ う。

こうした埋立形成の問題の反省に立 って,現 時点で

の工場進出の現状 と特徴をさぐってみよ う。

(B)工 場進出の現況

市が根岸 ・本牧地 区に将来 の一大臨海工業地帯

を計画 し,そ れによ って総合的な産業都市 としてそ

の発展を期待 し,根 岸湾一帯を埋立て,工 業用地 を

造成 し始めたのは昭和34年2月 であるが,現 在そ

の第一期工事110万 坪 は完成 し,既 に企業に売却さ

れ,一 部操業に入 ったもの もある。現在第二期工事

(74万 坪)の 埋立が進め られ,か なり進展 しっっあ

る。さらに本牧岬沖の埋立 も着々おこなわれっっあ

り ・完成す ると102万9千 坪 の工場 用地 が造成 さ

れることになる。

根岸地 区へ進 出が決定 している企業 は次 の8社

で,総 生産額3,000億 円,原 料製品 の輸送量 は海

上,陸 上あわせて1,500万 トン,雇 用人員 は3万 人

と推定 されている。これ らの企業の うち,日 石根岸

製油所 と新 潟鉄工 は工場 建設 が完了 し,日 石 は

60%稼 動,日 清製油及 び新潟鉄工 は稼動率は不明だ

が,既 に作業を開始 している。石川島播磨重工業 は

建設中だが.一 部操業を開始 している。 東芝 は目下

建設中で,他 は未着工である。

本牧沖埋立地 には,日 本石油化学20万2千 坪 を

始め,日 石精製,日 産自動車,三 菱横浜 ドツク,大

日本精糖など五社がすでに進出を予定 している。な

お,こ の地区には公共用地15万4千 坪,ヤ ー ド用

地1万5千 坪,緑 地帯3万 坪が含まれている。その

他未定地がある。この地区は造成が開始 されたばか

りなので,当 然,工 場建設は全て未着工である。

従来,根 岸湾一体 は三漢園や金沢八景 を附近 にも

ち,風 光明媚な高級住宅地 として知 らされていた。

しか し,進 出した大企業の集中的立地 によって,こ

の根岸地区の住民 に今迄 みることので きなか った
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第1表 根岸湾埋立地への進出会社の概要

会 社 名 面 積 主 要 設 備 ・生 産 品 目 係船設備
能 力 備 考

日本石油精製㈱ 1,190,000m2(約

36万 坪)

石 油精 製工場(日 産200,000バ ー レル)
ガ ソ リン,灯 油,経 由,重 油,LPG等

最 大 ト ン

loo,00a

一部操業中

昭 和 電 工 ㈱ 392,056mz

(約11万8千 坪)

石油化学工場合
成樹脂,合 成繊維原料,有 機化学製品 20,00a 建 設 工事 準

備中

東 京 ガ ス ㈱
214,876m2

(約6万5千 坪)

都 市 ガ ス工場
都市 ガス,エ チ レン,ベ ンゾー ル ・タール等

4a,aao

東 京 電 力 ㈱
307,438m2

(約9万3千 坪)

火力発電所
出力200万KW級 ia,aoo

㈱ 新潟 鉄 工所 99,523m2

(約3万 坪)

機械製造工場
石油その他各種化学工業装置及び貯槽機器

一 操業中

日 清 製 油 ㈱ 198,348m2

(約6万 坪)

植物油脂製造工場10万 トン穀物サイロ
食用及 び工業用油脂,飼 料加工食品等 20,000

一部操業中

石 川 島 播 磨
重 工 業 ㈱

783,307mZ

(約23万7千 坪)

機械製造工場圧延機 プ レスS射 出成型機等造船
工場15万 トン級船舶 の建造修理 i,oao

建設工事中

東京芝浦電気㈱
634,920mZ

(約19万2千 平)

電気機器製造工場
変圧器,そ の他高圧電気機器 20,0ao 建設 工 事 準

備中

計 3,820,478mz

(約115万5千 坪)
} 』 『

第2図 根岸 ・本牧地 区現況 図
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程 の変化を もた らした。住民の受けた影響は多種多

様 であ るが,こ こで は生活環境をめ ぐる変化ない し

将来における変化 が問題になる。従 って根岸 ・本牧

地 区へ進出 して来 た企業の中で当面問題 にな るの

は、公害発生 の可能性 のある企業についてである。

ところで工場公害 は大別す ると次の三っになる。

① 大気汚染 に関するもので,ば い煙,ば い塵,

排 ガスなどがその原因である。

② 水質汚濁に関す るもので,汚 水,廃 液 廃油

なとがその原因である

③ 騒音,振 動などであって,工 場 の機械音,作

業音な どがその発生源であ る。

大気汚染源 とな る燃焼設備 は各企業 に多かれ少

なかれ存在 し,工 場廃水 は使用用水量の大部分が排
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出されると考えねばな らない。又,騒 音,振 動 も機

械 を稼動 してい る限 りで は多 かれ少 なかれ伴 なわ

ざるをえない。大規模な重化学工業で占め られてい

るこの工業地域では,こ れ らは当然生活環境の変化

を惹 きお こす ものであ って,政 策面の配慮 は多かれ

少なかれ各工場になされなければな らない。だが,

企業 の種類 とその規模 によってその生活環境 に与

える影響 は必ず しも一一様でない。それ故問題は,そ

れ らの中で どれが生活環境を著 しく傷つ ける公害

発生源 になる程 の規模 な ものであ るか ということ

である。

大気汚染についていえば ・大量 の燃焼 設備 もつ

工場が問題 になるし,排 水 については,排 水量の比

較的多 い用水型の産業が問題になる。根岸 ・本牧地

区でいえば,全 体 の燃料 消費量 の86%を 占め る東

電 の火力発電所が最大 の問題になる。廃水 につ いて

は,工 場当りの排水量 の多 い石油化学工業,石 油精

製工業の業種が問題 になる。該当するのは,日 石精

製,日 石化学,昭 和電工であるが,問 題になる点 は,

漁業 との関連である。水質汚染 は,自 然水域に汚水

廃水が流入 して水質 に変化が生 じ,水 中の生物 の生

活環境 に不利な状態が生 じることだが,四 日市 の石

油 コンビナー ト排水が,伊 勢 湾北部地域 の鰯漁業

に,収 獲低下 と油臭 による高度の価格低下 の被害を

与 えた例で知れるよ うに,石 油精製 ・石油化学工場

では.油 類 を排出 して海面 を汚染 し,そ れが魚 に付

着 して価格 を低下させ ることがあるので,特 に注意

を要する企業 といえる。

しか し,根 岸 ・本牧地区に生 じうる公害について

の最大 の問題 は,東 電 の火力発電所 に代表される大

気汚染源の問題であ り,そ の点 に根岸 ・本牧工業地

域 の公害の特徴がある。

東電 の計画書 によると,発 電所の建設計画の概要

は第一期 として電 源開発株式会社 の石油専燃 によ

る火力発電所 を建設す る。規模 は出力265,000kw

第 二 期 は重 油 専 焼 に よ る火 力 発 電 所 で,出 力

1,200.000kwの 規模のものである。石炭には0.3～

LO%の 硫黄分が含 まれ,重 油中には1.0～3.5%の

硫黄分が含 まれるといわれ,後 者の場合,硫 黄含有

率 が高いため,そ れが硫黄酸化物の形で人体に影響

を与える。前者の場合には,硫 黄含有率 は少ないが

ばい塵が問題になる。しか しそれは不完全燃焼 によ

るもので,微 粉炭燃焼装置を設 け,完 全燃焼 させ る

ことで一応解決される。灰分 にっいては,機 械式電

気式の集塵装置 を設 けることで理論的には解決 さ

れ ることになっている。

重油専焼の場合,現 在 の技術的水準 において,排

ガス中の硫黄酸化物を完全 に除去 しうる設備 がな

いので,排 出される有毒 ガスが公害をもたらす こと

があ りうる。 すで にのべたよ うに重油中には1.0～

3.5%の 硫黄 分が含 有 され るが,今 その含 有率 を

2.6%と す ると,硫 黄1gか らSO22gが 発生 す る

ので4,800K.Q/日 の燃焼 は約250ト ン/日 のSO2

を排出することになる。排 ガスの対策 として,東 電

は煙突を可能 な限 り高 くし,放 出ガスの温度,放 出

速度を高 くして,有 効煙突高 を一層高めるべ く努力

す るとともに,高 能率集塵装置を設置することを約

束 している。根岸 ・本牧地区の公害問題 のなかで,

東電 の重油専焼 の火力発電所 における排 ガス処理

の方式が しある役割は大 きい といえる。しか し,す

でに明 らかに したように,根 岸湾 をかこむ接近 した

台地が住宅地 区 ・商業地区 ・風致地区であ る立地

条件,排 ガス中の硫黄酸化物 を完全に除去す る手段

が現在なお未解決 だという技術的条件 は,大 きな問

題点 としての こされるのであ る。

IV公 害問題の現状

現在,根 岸 ・本牧地区を発生源 とす る公害問題 は,

その ほとんどが未着工 ない し建設中の工場で あるた

めに,日 本石油精製 を発生源 とす る騒音問題が表面 に

あらわれているだけであ って,他 は将来の問題 にす ぎ

ない。しか し現 にこの地区は,他 地区の発生原因 によ

る大気汚染をこうむ っているのであ って,そ れ らにつ

いて簡単 にふれたい。

すでに前章で明 らかなように,根 岸本牧地区は根岸

湾一帯を埋立て造成 した工場地帯である。風 は年変化

が多 く,冬 はN～NNW,夏 はS～SSWが 主風 向であ

る。夏の風向の 日変化 は海陸風 で,そ の交替期にあ ら

われるナギは,大 気汚染濃度 に関係 があ る。

今,根 岸湾地区の北にあたる中区加曾台の自動記録

装置による本牧地区の4,5,6,7月 の風向別亜硫酸

ガス平均濃度をみるに,次 の図の通 りであってNNE

の風向時に最高値を示す。

亜硫酸 ガスの排出源で,先 ず考え られるのは四月か

ら稼動を開始 している日本石油精製の排 ガスである。

日本石油精製 は,現 在,部 分的 に稼動を始 めてい る

が,発 生す る亜硫酸 ガスに関 しては.排 出煙突の地上
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本牧地 区の風 向・風速別亜硫酸濃度平均値

(測定点:中区加會台)

昭和39年4月
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本牧地区の風向・風速別便亜硫酸濃度平均値
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本牧地区の風 向・風速亜硫酸濃度平均値
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高 がすべて55m(た だ し有効煙 突高 は約100mに な

る)で あり,住 宅地か ら数百mし か離れていないた

めに,強 風時などには公害がおこる可能性を認めるこ

とがで きる。根岸台地 は40～50mの 高さを有す るの

で,目 石精製のよ うに有効煙突高が約100m(地 上高

は50m)ぐ らいの場合 には,逆 転層の存在が問題 にな

る。その点で逆転層に関す る調査 を,今 後市 当局 は十

分におこなう必要がある。

しか し日本石油精製 か らの亜硫酸 ガスが加曾台の

測定値 に影響 を与え るのはS-SSWの 場合 であるが,

加曾台の観測 データによればSO2の 汚染度 の高 いの

はN～NEの 風向の時であ って,S-SWの 風向の場合

には,少 くとも提出されてあるデータによれば,ほ と

ん ど影響があ らわれていないものと判断で きる。もち

ろん,こ の不十分な調査結果か ら確定的な判断を下す

ことはできないが,加 曾台の観測 は,川 崎 ・鶴見地区

の臨海工業地帯 か らのSO2が 圧倒的 に多量であ るた

め,根 岸地区の影響が明確 につかめていないので はな

いかと思われる。川崎地区が年間150万K乏,鶴 見地

区が年 間140万KQの 重油 を消費 して いるといわれ

ているのに対 して,日 本石油精製が燃焼 して いる重油

は年間約7万K乏 にす ぎないのである。その上,日 本

石油精製においては重油専焼 はおこなわれず,石 油 ガ

スと混焼 され るため,排 ガス中のSO2濃 度 はかな り

低 いもの と思われ,そ の影響は現在 までのところでは

表面にあらわれていないようだ。

なお,加 曾台の自動記録装置のデー タを検討 してみ

ると,NNW～NNEま たはSW～SEの 風向で15～35

mの 風速 の時に,0.2ppm以 上 のSO2を 検 出 して い

ることがわか る。これは老人 や呼吸器のわるい子供な

どが30分 以上 その状態 にあると影響 があ るとして.

西 ドイッや アメ リカで は現実 に環境基準に制定 され

ているものである。さ らに,日 本公衆衛生協会の答申

した許容基準 の0.1ppm(た だ し生活環境基準)以 上

の日数 は,4月 の測定 データのある26日 中16日 であ

り,5月 で は同 じく29日 中23日,6月 は30日 中4

日,7月 は27日 中10日 であった。 これをみてもわか

るよ うに,平 均 して二 日に一度は,生 活環境の上か ら

は不適 当 と考え られて いるSO2の 被害 をすで に受 け

ているのであって,最 高値0.318ppmは,根 岸湾埋立

工場地帯全体の稼動がない時の数値であるだけに,き

わあて憂慮すべ き事態 であることを示 して いるとい

わな くて はならない。

鶴見川河 口か ら根岸 ・本牧地 区までの直線距離 は

約7～8kmで あるが,そ のような遠距離 にあるにも

かかわ らず,こ のよ うな影響を受けるということは,

将来根岸 ・本牧地区の工場地帯が完成 し,し か もその

時 に十分 の措 置を と らな ければ,た んに僅か1～2

kmし か はなれていない隣接の根岸 ・本牧台地 に対 し

てだけでな く,S系 ない しE系 の風 向によって,横 浜

市街全体 にか な りの大気汚染の影響 を与え るもので

あることが明 らかである。もしも積極的な防除措置 を

とらないな らば主風向の如何によっては,地 形 などに

よって従来大気汚染 の影響が比較的少なか った所 も,

根岸 ・本牧地区の臨海工業地帯の完成によって,一 年

中,あ る程度の亜硫酸 ガスの汚染をまぬかれえないこ

とにな りかねない。

なおばい塵にっいていえば,現 在川崎地区で年間約

300万 トン,鶴 見 ・神奈川地区で同 じく約50万 トン

の石炭が消費 されて いるが,降 下 ばい塵は全体 として

減少傾向にあ る。石炭か ら石油系燃料への転換 により

降下ばい塵 は益々減少 の傾向にあるとして も,亜 硫酸

ガスについては著 しく増加 しうるのであって,こ れ は

今後の大気汚染対策に対 して,一 っの方向と課題 を与

えるもの といえ よう。

騒音 ・振動 にっいては,現 在まで新潟鉄工 と日本石

油精 製 に対 して地元住民 か ら陳情 が 出 され問題 に

なった。新潟鉄工の問題 は製缶作業 に発生する騒音で

あったが,工 場建物 の開放部分を遮蔽することにより

解決 した。

日本石油精製 の場合 はエア フィン ・クーラー,パ

ワープラント,加 熱炉等の装置か ら発生す るものであ

り,24時 間操業のたあ,特 に深夜 に住宅地に影響を与

え問題化 した。背後地は丘陵地 で地形が複雑であ り,

風向によって は風下 に当る地点で50～60ホ ン程度の

騒音が測定され,そ れは神奈川県の公害防止条例の基

準45ホ ンよりかな り高い。 又,そ の測定によると音

のバ ラソキが少 な く騒音 の発生源が一定 の ものであ

ることを推測 させ る。さ らに,測 定の特性か ら判断す

ると,除 去 しに くい低周波 の もので あることがわか

る。日本石油精製 も6月1日 か ら操業 を一時停止 した

際,あ わせて騒音発生源 に対 して防音設備 の工事を

行 った。それによってある程度の減少 は期待できると

して も,24時 間操業 ということと地形 の複雑 さとい

う点で,完 全 な解決を うることは困難である。なお,

日本石油補製 の操業停止 中において市が調査 した と
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ころによると,騒 音 はかなり減少 して45ホ ン以下 に

な っているが,地 形によっては依然なお高 いところが

あるこうした資料の1部 を紹介 したが行政(国,関 係

自治体)が,市 民 サイ ドに立 って公害防止 に全 力を投

球す ること,同 時に関係企業 も自ら公害防止に厳 しく

努めることを教 えている。

2横 浜市公 害 ・環境年 表(1953-1997)

昭 和28(1953)年8月

同上31年8月

同上33年9月

同上36(1961)年5月

6月

同上37年7月

同上39年3月

4月

月

月

7
・

9

12月

!ノ

同上40(1965)年1月

8月

同上41年3月

同上42年7月

横浜市騒音防止条例(昭 和46

年10月 廃止)

デポ ジッ ト ・ゲ ージ法 による

降下ばい じんの測定を開始(当

初15か 所)

二酸化鉛法 による硫黄酸化物

の測定を開始(市 内10か 所)

神奈川県事業場公害防 止条例

による苦情処理を開始

衛生局公衆衛生課 に公害担 当

者を配置

衛生局か浮遊 ばい じん濃度 と

学童の健康状態を調査

大気汚染 自動記録計 を中区加

曽台に設置

衛生局公衆衛生課 に公害係(7

名)を 設置

横浜市公害対策協議会を設置

横浜市 公害対策協議会 が電 源

開発磯了火 力発電所 の立地 問

題について答申

電 源開発磯 子火力発電所 と公

害防止協定を締結

衛生局 に公害セ ンター(10名)

を設置

日本石油精製根岸製油所 と公

害防止協定を締結

東京電力横浜火力発電所 と公

害防止協定を締結

大気汚染集中監視装置(測 定局

4か 所)を 設置

平潟湾で オバ ケハゼが多 く出

現 した ことか ら平 潟湾水質 汚

濁調査 をはじめる

39

昭和42(1965)年7月 東京電力南横浜火力発電所 と公

害防止協定を締結
"根 岸地区排煙拡散調査 を実施

同上43年12月CO自 動測定器を導入

同上45(1970)年2月 既設工業地域公害対策調査会

が10項 目の提言

6月 市議会 に公 害対 策委 員会を設

置

12月 日本鋼管京 浜製 鉄所 と公害防

止協定を締結

同上46年1月 根岸湾 ハ地 区中小企業 に対 し

て公害防止指導を開始

6月 人気汚染防止法 の改正 と水水

質汚濁防止法の施行

〃 公害対策局(38名)を 設置

"横 浜市公害対策協議会 を改組

し横 浜市公害対策審 議会 を設

置

9月 神奈川県公害防止条例 の施行

〃 廃棄物 の処理及 び清掃 に関す

る法律施行

10月 公共用水域水質 測定計画 に基

づ く河川 ・海域 の水質測定 開

始(河 川7・ 海域2地 点)

11月 公害被害者 救済制度 を鶴 見区

の一部 にお いて市独 自で実施

(昭和47年2月 に法律へ移行)

同上47年3月 水質 の自動測定器(5か 所)を

設置

8月 廃棄物 の中間処理 ・最終処分

の用地 等 の設定 に関す る指導

要綱策定

11月 味の素横浜工場 と公害防 止協

定を締結

12月 硫黄酸化物濃度 がすべての測

定点 で環境基準(旧 基準)を 達

成

同上48年12月 横浜市 の環境 目標を制定

『公害 との戦い』(横浜市公害対

策局),1973

〃 有害物質を含む産業廃棄物 の

処分方 法 に関す る指導 要綱策

定
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昭和49(1974)年2月

7月

9月

10月

ll月

同上50(1975)年4月

!ノ

8月

9月

10月

11月

同上51年4月

〃

6月

同上52年8月

11月

ノ!
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大気汚染発生源常時監視体制

整備

横浜市鉄道公害検討委員会が

鉄道騒音及び振動に係 る目標

値を設定,建 議

横浜市公害健康被害認定審査

会条例を施行

横浜市公害健康被害診療報酬

審査会条例を施行

横浜市公害被害者保護規則を

施行

光化学スモッグと悪臭公

害の起因物質である炭化水素

系物質の蒸発 ・揮散を防止す

る指導要綱を施行(57年11月

横浜市炭化水素系物質対策指

導要綱に改訂)

横浜市硫黄酸化物及びばいじ

ん対策指導要綱を施行

広域公害対策のための東京湾

岸自治体公害対策会議を設置

横浜駅周辺地盤沈下対策指導

要綱を施行

生物指標と水質達成目標を策

定

横浜防衛施設局を通 じ米国に

基地の大気汚染対策を申し入

れる

公害研究所を開設

横浜市工場騒音側定指導要綱

を施行

横浜市公害対策審議会環境エ

ネルギー部会か環境目標を達

成するために横浜市のエネル

ギーバ ランスはいかにあるべ

きかにっいて中間答申

横浜市窒素酸化物対策指導要

綱を施行

公害研究所において公害セ ミ

ナーを開始

横浜市公害健康被害者保護事

業に係る寄付金の拠出に関す

る契約を締結

昭和53年1月

3月

10月

同上54年

同上55(1980)年

!!

10月

12月

2月

ノノ

4月

ノノ

8月

10月

昭和56年7月

ii

!ノ

同上57年2月

工場等の排水に係る魚類飼育

指針を施行

廃棄物の中間処理 ・最終処分

の用地等の設定に関する指導

要綱の全部を改正 し,廃棄物の

処理用地等の設定に関する指

導要綱策定

横浜市環境政策研究会か横浜

市における自動車公害に関す

る某礎研究について中間答申

横浜市公害対策審議会が環境

影響評価制度のあり方につい

て答申

産業廃棄物情報管理システム

開発

横浜新貨物線の開業にともな

い,騒 音及 び振動の定点測定

(騒音3か 所,振 動14か 所)を

開始

東京湾岸の六都県市による東

京湾二次汚染問題広域連絡会

が発足

本牧D埋 立地へ産業廃棄物の

受入開始

閉そ く性呼吸器疾患の有症率

についての住民健康調査を全

地域で実施

横浜市合成洗剤対策に関する

方針を策定

横浜市環境影響評価指導指針

を施行

環境庁 と東京湾岸の六都県市

により東京湾富栄養化対策連

絡会が発足

公害対策局が電気自動車をテ

ス ト導入

廃棄物資源公社設立

鶴見川水質保全対策連絡会が

発足

水質総量規制の開始

ホタル保全調査開始

廃棄物交換システムを横浜商

工会議所と合同実施



昭和57年3月

〃

4月

7月

12月

同上58年4月

5月

昭和59年5月

同 上60(1985)年

ノノ

〃

月

月

3

4

5月

ノ!

6月

7月

10月

昭和61年1月

3月
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公害研究所が一般環境中の窒

素酸化物を簡単に採取できる

窒素酸化物捕集器を発明

公害研究所において魚類指標

による工場排水規制手法を確

立

悪臭対策の暫定指導基準を施

行

東京湾富栄養化対策指導指針

を施行

建設工事排水 に対する指導を

開始

横浜市公害対策審議会が合成

洗剤の安全性 と環境に及ぼす

影響について答申

水質テレメータ監視システム

が本格的に稼働

自動採集器による酸性雨調査

を開始

横浜市生活系排水及び小規模

事業所排水対策推進要綱を施

行

相模湾富栄養化対策指導指針

を施行

大黒II期埋立地へ産業廃棄物

の受入開始

産業廃棄物処理指導計画策定

新横浜駅及び戸塚駅周辺地盤

沈下対策指導要綱を施行

河川の支流の水質を調べる中

小河川水質調査開始(5地 点)

横浜市公害対策審議会が環境

管理計画について答申

船舶ばい煙量算定手法を環境

庁等と共同でとりまとめる

公害防止協定の魚類指標によ

る暫定排水評価指針を施行

横浜市公害対策審議会が横浜

市 における白動車公害対策の

基本的あり方について答申

横浜市 トリクロロエチ レン等

に関する指導要領を策定

横浜市環境基本憲章 と横浜市
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環境管理計画を策定

6月 公害研究所 が係留気球 を使 っ

て酸性雨立体調査 を実施

8月 東京湾岸 の六都県市 によ り東

京湾問題対策委員会が発足

9月 横浜市工場等跡地土壌汚染対

策指導要綱 を施行

昭和62年3月 横浜市 自動車公害防止計画 を

策定

4月 公害対策局 に自動車 公害対 策

担当を設置

〃 エ コア ップ事業 第1号 と して

本牧市 民公園 トンボ池 づ くり

に着手

5月 横浜市環境情報 システム運用

開始

7月 横浜市 自動車公害防止計画推

進協議会を設置

10月 廃棄物交換 システムを県域 に

拡大

同上63年3月 「生活騒音防止のルールづ くり

の手引」を刊行

4月 低公害 な 自動車 の普及 を図 る

ため,副 室式デ ィーゼル車の購

入に対す る融資制度を開始,低

公害 なデ ィーゼ ル自動車 の購

入資金融資制度開始(対 象:副

室式 ディーゼル車の購入)

5月 アスベス ト(石 綿)使 用建築物

の改修 ・解体工事暫定 指導指

針を施行

7月 メタノール自動車実用導入

平成元(1989)年3月 廃棄物の処理用地等の設定 に

関す る指導要綱 の全 部 を改正

し,産 業廃棄物処理用地の設定

に関する指導要綱策定

〃 横浜市公共用水域 の水質事故

対策要綱を施行

4月 産業廃棄物 の処分 に関す る指

導要綱策定

〃 低公害なデ ィー ゼル 自動 車の

購入 に関する助成制度開始

同上元年4月 ビデオ利用 の環境問題啓発資
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平成2(1990)年3月

同上3年2月

横浜市における環境政策の史的,構 造的研究

料第1号 「大岡川スケ ッチ」が

完成

4月 魚類飼育 による排水監視指針

(普及型)を 施行

7月 実用電動 ごみ収集車 の導入開

始(環 境事業局)

10月 地下水水質測定計画に基 づ く

地下水の水質測定開始(17地

点)

11月 平潟湾水質保全計画を作成

12月 庁内の書類 を上質紙か ら再生

紙 に順次切 り替 え る方針 を策

定(政 令指定都市では初めて)

鶴見川水系河川環境管理計画策

定

〃 市民や企業 の 自主的な環境保

全活動を支援す る,環 境保全基

金の創設

8月 横浜国際環境 シンポジウム開

催

電気 自動車(軽 自動車)の 実用

導入

3月 市 内5ゴ ル フ場 との間 に農薬

の使用 に関す る環境保全協定

を締結

〃 産業廃棄物処理指導計画第二

次計画策定

〃 産業廃棄物 中間処理施設管理

指針(建 設廃棄物編)作 成

4月 先端技術産業か らの環境汚染

を未然 に防止す るため横浜市

先 端技術産 業環境保全対策暫

定指導手旨針を施行

〃 神奈川県化学物質環境安全管

理指針施行に伴 い,指 導事務を

開始
"フ ロン類及 び有機塩素系物質

の環境 濃度 の推移 を把握す る

ため,定 点測定開始(5地 点)

〃 「長期暴露型サ ンプラー法」 に

よる窒素酸化 物濃度の分布調

査開始

6月 機構改革 により局名 を環境保

10月

同上4年2月

3月

〃

4月

!ノ

5月

!!

6月

全局 と改名,新 たに調整部を設

け公害研究所 を環境科学研究

所 と改名

南本牧埠頭埋立地残土 の受入

開始

事業調整 システム運用開始

低公害 ハイ ブ リッ トバ スの導

入開始(交 通局)

横浜市 自動車公害防止計画第

二次中期計画策定

小規模固定型 内燃機関 に関す

る横浜市窒素酸化物対策指導

基準を施行

横浜市公害対策審議会が 「横浜

市水域 におけ る水環境 目標及

び監視 測定体制 のあ り方 につ

いて」建議

首都圏サ ミッ トで 「地球環境保

全首都圏アピール」を採択

ブラジルで開かれた 「同連環境

開発会議」(地 球サ ミット)関

連会議へ代表団を派遣

ECO'92横 浜国際フォーラム

開催

"自 動車か ら排出 され る窒素酸化

物 の特定地域 にお ける総量 の

削減等 に関する特別措置法(自

動車NOx法)の 公布
ノノ

8月

9月

Zノ

ノ7

10月

こども自然公園(旭 区)の ゲン

ジボタルとその生息地が横浜

市指定天然記念物に指定され

る

横浜市環境保全施策基本構想

検討委員会を設置

横浜市環境保全活動推進委員

会設置,環 境保全活動助成制度

の発足

横浜市廃棄物等の減量化,資 源

化及び適正処理等に関する条

例制定

音環境のあり方に関する懇談

会の設置

横浜市市民水環境調査協力員



平成4年11月

12月

同上5年3月

4月

6月

!ノ

7月

8月

〃

/ノ

10月

11月

ノノ

//

12月

〃

同上6年2月

横浜市における環境政策の史的,構 造的研究

制度発足

神奈川県,川 崎市,横 須賀市 と

共同で フロン濃度調査を実施

自動車NOx法 一部施行

横浜市議会で 「環境都市宣言 に

関する決議」

横浜市地盤沈下対策指導要綱

を施行

横浜市産業廃棄物処理用地 の

設 定基準 に関す る指導要綱一

部改正

横浜市環境保全施策基本構想

検討委員会が 「横浜市 における

今後 の環境保全行政のあ り方」

に関 して提言

機 構改革 によ り公害対 策部 を

環境管理課,大 気騒音課,水 質

地盤課,監 視 センター,交 通環

境対策担 当に改組

瀬谷区旭町 内会が生活環境騒

音防止 のルール 「旭町内会住 み

よい町宣言」配布

エ コライ フよこはま運動 の シ

ンボルマークを制定

横 浜市 国際環境保 全推 進委員

会を設置

神奈川県バ イオテクノロジー

環境安全管理指針施行 に伴い,

指導業務開始

第1回 横浜環境保 全活動賞表

彰式

環境基本法施行

横浜市公害対策審議会 が横浜

市 におけ る環境保 全 のための

エネルギーの効率的利用 に係

る基本 的考 え方及 び推進 すべ

き施策について答申

自動車NOx法 「車種規制」施

行

「横浜市 エネルギービション」

策定

「エ コライ フ協力店」約1,400

店 を認定
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3月 横浜市水環境計画 「ゆめはま水

環境 プラン」を策定

4月 低公害 自動車の購入資金 の新

設等公 害防止資金 の融資制度

枠 の拡大,フ ロン等代替 ・低公

害化設備 ・産業 廃棄 物処理施

設の設置資金 を設備 改善資金

のなかに新設

5月 「横浜 市 フロ ン対 策検討 委員

会」設置

6月 環境 基本法 で5日 が 「環境 の

日」 と制 定 され,記 念 キ ャ ン

ペー ンを開催するなど,環 境週

間 を環境 月間 に拡大 して各種

事業を展開

8月 横浜市環境審議会 を設置

〃 「環境 に関す る基本的な条例制

度 のあ り方 について」市長が諮

問

〃 「横浜市 自動車排 出ガス総量抑

制に関す る研究会」が自動車排

出ガスに係 る施策 について提

言

〃 横浜一上海環境保全技術交流

(水質保全分野)開 始

10月 バ ンコク首都圏庁 と大気環境

保全に関す る技術協力を開始

11月 「公害関係法令届 出申請総合管

理 システム」の運用開始

12月 横浜市環境審議会が 「環境 に関

す る基本 的な条例等制度 のあ

り方 について」答申

平成7(1995)年4月 「横浜市環境の保全及び創造に

関する基本条例」施行

〃 公害防止資金を名称変更 して,

環境保全設備資金(公 害防止,

環境保全)と し融資枠を拡大

7月 「横浜市環境影響評価要綱」施

行

〃 「横浜市開発事業等の計画の立

案 に係 る環境面 か らの調整等

に関する要綱」施行

平成7年7月 「横浜市窒素酸化物対策指導要
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平成7年9月

同上8年3月

4月

//

5月

7月

横浜市における環境政策の史的,構 造的研究

綱」,「横浜市硫黄酸化物及びば

いじん対策指導要網」,「横浜市

炭 化 水 素 系 物 質 対 策 指 導 要

綱」,「小規模固定型内燃機関に

係 る横浜市窒素酸化物対策指

導基準」,「アスベス ト(石 綿)

使用建築物 の改修 ・解体工事

指導指針」,「悪臭対策の暫定指

導基準」6要 綱等改正

「鶴見川流域における生物多様

性 を考えるサ ミッ ト」の開催

「横浜市音環境配慮指針」(やす

らぎと うるお いの ある音環境

をめざして)を 策定

「第3次 横浜市産業廃棄物処理

指導計画」策定

「横浜市地域冷暖房推進指針」

施行 「横浜市環境管理計画のあ

り方について」(答 申)

「横浜市硫黄酸化物及 びばい じ

ん対策指導要綱」改正

「横浜市廃冷蔵庫 フロン回収 ・

処理推進協議会」設立

7月 環境管理制度導入マニ ュァル

検討委員会設置

9月 「横浜市先端技術に係 る環境保

全対策指導指針」施行

〃 「横浜 市環 境管 理計画推 進会

議」設置

〃 「横浜市環境管理計画」策定

平成9(1997)年3月 環境 エコアップマスタープラ

ン策定専門委員会設置

〃 「深夜営業騒音対策ガイ ド」策

定

4月 地震等大規模災害時における

建築物等構造物 の解体撤去 の

協力に関す る協定

〃 「横浜 市化学物 質適正 管理指

針」施行

〔出所〕 横浜市 『環境 白書』その他同市公刊物資料 よ

り作 る。

[本論文 は,平 成9・10年 度横浜市地域研究費

による研究成果の一部(中 間報告)で ある。]


